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巻　頭　言

岩手に根差した看護学会として

岩手看護学会誌第 9巻 2号を，ここにお届けいたします．
本学会は，2007 年 6 月の設立総会・交流集会に端を発し，年に 1回の学術集会を開催し，年 2
回の学会誌を発刊して参りました．当時の設立の趣旨には，「学術の追求」を中心とした組織をつ
くり，実践者と研究者の本格的な協働・連携を通して本県全体の看護の更なる発展・充実に貢献し
たいという熱意が記されております．
さて，話は変わりますが看護者の倫理綱領（日本看護協会 2003 年）に「看護者は，研究や実践
を通して，専門的知識・技術の創造と開発に努め，看護学の発展に寄与する」という条文がありま
す．病院，地域，学校，教育・研究機関，行政機関など，あらゆる場で実践を行う看護者を対象と
した行動指針であること，看護専門職として引き受ける責任の範囲を社会に対して明示するもので
あることが併せて明記されています．堅苦しい話になりましたが，実践のみならず研究をも通して
「看護学」という学問の発展に貢献することが看護職の責務であると社会に発信されています．
3期目（設立 7年目）より，本学会の運営に微力ながら携わらせていただいております．会員数
217名（平成27年 9月 25日現在）とささやかではありますが，学術集会の開催，学会誌の発刊の他に，
「めんこいセミナー」と称した研究支援のための研修会を開催しております．年会費，学術集会参
加費ともに皆さまの負担にならない額で設定しております．また，論文作成や学会誌投稿に対する
支援体制を整えております．論文を書いてみたけれど自信がない，投稿前に相談したいことがある
のだけれど…という方は是非，本学会ホームページで詳細をご覧になって下さい．研究や学会に対
する抵抗感を低減すべく努力を重ねております．
臨床で生じた疑問を研究的アプローチにより解明すること，新しい援助方法を実践で適用し検証
すること，またその成果の公表，等々…．これからも岩手の看護職の皆さまの研究支援に貢献した
いと考えております．あくまでも看護学の発展を視野に入れながら…．

平成 27 年 11 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手看護学会 副理事長

石井 真紀子　
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〈研究報告〉

ターミナルケアに対する看護師の悩みや困難

石井真紀子 1），菊池和子 2），工藤朋子 2）

1） 元 岩手県立大学看護学部　2） 岩手県立大学看護学部

要旨
本研究の目的は，ターミナルケアを実践している看護師が抱えている悩みや困難を明らかにす
ることである．自由記述形式の回答を質的帰納的に分析した結果，「業務量が多く時間に追われ
ていて納得のいくケアができない」，「患者や家族に満足してもらうために医療者の知識や技術，
認識を統一したいが難しい」，「患者にとって適切なケアが分からない」，「家族間の関係を調整す
るのが難しい」をはじめとする 9つのカテゴリーが抽出された．看護師の悩みや困難の本質は，
理想と考えている最期を患者が迎えられないことであり，このことが，より良いターミナルケア
を提供したいという看護師の本来の願いを不全感と共に強くしていることが推測された．看護
師は，チームの中で成果を共有し，ときにはターミナルケアの限界を認め，うまく行かなかった
事例から課題を見出し研鑽すること，リフレッシュできるような余暇の過ごし方を検討すること
も，ときには必要であると考える．

キーワード：ターミナルケア，悩み，困難，看護師

はじめに
　治療の効果が期待できず，近い将来，死を迎えるが
ん終末期患者は，痛みや呼吸困難，嘔気・嘔吐，全身
倦怠感などの身体的な苦痛，死の恐怖や怒り，孤独感
などの精神的苦痛，職場や家庭で役割を果たせないこ
とや経済的な問題などの社会的な苦痛，自己の存在の
意味を問い苦悩するスピリチュアルな痛み1）などを抱
えながら生活している．
　看護師は，このような患者・家族の看護問題を解決
し，患者のニードを満たすことで穏やかに最期を迎え
て欲しいと考えている．しかし，思うように行かない
看護師の状況については，「ストレス」「とまどいと乗
り越え方」「葛藤」「ジレンマと対処方法」「苦しみ」「限
界感」というテーマ2）- 8） で現在までに明らかにされて
いる．着眼したテーマは異なるが，ターミナル期の患
者と向き合う看護師は，緊張や迷い，不安などの様々
な精神的負担の中で，ケアを実践していることがうか
がえる．その一方でターミナル期は，その場にいる医
師や看護師の接し方が患者の人生の総決算の仕方を決
定するため，医療従事者の責任は大きい9）ともいわれ
ている．
　著者らは2001年より，がん終末期にある患者の苦

痛が緩和され，残された時間をその人らしく過ごすた
めの看護師の役割とシステムについて，A県内の実態
調査を実施した．この当時はA県内に緩和ケア病棟
入院料届出受理施設（以下，緩和ケア病棟）がなかっ
た10）ことから，一般病棟でターミナルケアを行って
いる看護師が，患者の苦痛緩和が図れない際に無力感
にとらわれている11） 12）ことが報告されていた．十年
余りが経過した現在においても，緩和ケア病棟が十分
とはいえない現状13） から，ターミナルケアは多くの
場合，一般病棟で行われている．そこで前回に引き続
き，発達段階などの患者背景や診療科などの専門領域
を限定せず，一般病棟の看護師を対象に調査を実施し
た．さらにターミナルケアがうまく行かない現状を「悩
み」や「困難」という一般的なテーマで捉えることで，
看護師が抱えているターミナルケアの現状理解を容易
にし，ターミナルケアの充実に向けた現実的な示唆が
得られると考えた．

研究目的
　ターミナルケアに携わる看護師の「悩みや困難」を
明らかにする．
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用語の定義
１．ターミナル期：がんなどの悪性疾患に対して，現
代医療において可能な集学的治療の効果が期待でき
ず，積極的な治療がむしろ不適切と考えられる状態．
生命予後が６カ月以内と考えられる段階．

２．ターミナルケア：ターミナル期にあるがん患者と
家族に対する看護ケア．

３．悩み：ターミナルケアがうまくいかないと思い，
わずらうこと．

４．困難：ターミナルケアを難しくしていること，ま
たはその状態．

研究方法
１．研究対象
　A県内にある80の一般病院で，がんなどの悪性疾
患でターミナル期を過ごしている患者・家族のケアに
携わっている看護師．

２．データ収集期間
　2008年10月1日～ 11月30日

３．データ収集方法
　留め置き法による自記式質問紙法．A県内にある
80の一般病院（全数）の看護管理者宛てに一括で郵
送した．病床10に対して１の割合で施設への依頼数
を算出した結果，80病院に対して1,395部の質問紙を
依頼した．がんなどの悪性疾患のターミナルケアに携
わっている看護師に記入して欲しい旨，看護管理者を
通して依頼した．回収は個別に郵送で行った．

４．調査内容
１）　対象者の背景
　性別，年齢，勤務場所，ターミナルケアに対する
関心，ターミナルケアに関連する学習会への参加経
験，ターミナルケアに対する満足感，の６項目につ
いて調査した．
２）　「ターミナルケアについて，実際に悩んでいるこ
と，困難に思っていること，日頃考えていることな
ど自由にお書きください」という内容を自由記述形
式で尋ねた．

５．分析方法
１）　データを熟読し，１つの文章に「悩みや困難」
の内容が複数存在する場合は，１つの意味内容で構
成される文節に分けた（分析単位）．
２）　それぞれの文節を熟読し，悩みや困難の内容と
その理由を，内容を損なわないように注意しながら
脈絡のある文章に整えた（テクスト）．
３）　個別のテクストをよく読み，内容が類似するも
のをまとめ，さらにテクストの背景にある事実を推
察し，意味することや本質的な内容を加えてコンテ
クストへ書き換えた．
４）　コンテクストが意味する内容の類似性と相違性
に着目して，サブカテゴリー，カテゴリーへと統合
した．
　分析の過程において研究者間で検討を重ね，信頼性
と妥当性の確保に努めた．

６．倫理的配慮
　対象者には調査の趣旨と倫理的配慮について文書で
説明した．具体的には，この調査に協力しなくても不
利益はこうむらないこと，回答は無記名であり匿名性
が守られていること，データは鍵のかかる場所に保管
すること，研究発表で公表する場合には施設や個人が
特定されないように配慮すること，などである．アン
ケートへの回答をもって同意を得たと判断した．ま
た，回答に対する強制力を排除し自由意思を尊重する
ため，回収は個別に郵送で行った．

結果
１．対象者の概要
　1,395の配布に対して回収数は789（回収率：
56.6％）であった．そのうち「ターミナルケアについ
て，実際に悩んでいること，困難に思っていること，
日頃考えていることなど自由にお書きください」に
回答していたのは254（回答率：32.2%）であった．
この中から設問の主旨とは異なる回答を除外したと
ころ，分析の対象となったのは242（有効回答率：
30.7%）であった．
　対象者の概要を表１に示す．性別は圧倒的に女性が
多く（238 名：98.4%），年齢は多い順に 40 歳代が 85
名（35.1%），30歳代：69名（28.5%），20歳代：44名（18.2%）
であった．職種でみると看護師が 221 名（91.3%），保
健師が 16 名（6.6%），准看護師が 2名（0.8%）であった．
主な勤務場所は，外科系の混合病棟が 85 名（35.1%），
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混合病棟：71 名（29.3%），内科系混合病棟：65 名
（26.9%），外来：7名（2.9%），緩和ケア病棟：4名（1.7%）
であった．
　ほとんどの対象者がターミナルケアに関心がある
（219 名：90.5%）が，満足していると回答していたの
は 7 名（2.9%）であった．167 名（69.0%）の対象者
はターミナルケアに関連する学習会に参加した経験が
あった．

２．ターミナルケアに対する悩みや困難
　分析の結果，242名の自由記述は514分析単位，294
テクスト，50コンテクスト，27サブカテゴリー，９
カテゴリーに分類された．カテゴリーとサブカテゴ
リーを表２に示す．これ以降，本文中ではカテゴリー
を【　　　】，サブカテゴリーを「　　　」，コンテク
ストを〈　　　〉で表記する．
１）　【業務量が多く時間に追われていて納得のいくケ
アができない】
　このカテゴリーは，日々の業務が多忙で常に時間
に追われていると感じていて，ターミナル期にある
患者に余裕をもって接することができないため，納
得のいくケアができないことである．「混合病棟は
業務量が多く時間に追われているため余裕をもって
ケアができない」と「時間が限られていて納得のい
くケアができない」の２つのサブカテゴリーで構成
されている．
　看護師は〈急性期の患者がいる混合病棟では業務
量が多く時間に追われているため余裕をもってター
ミナル期の患者に接することができない〉と悩んで
いた．また〈患者からの要求があっても全てに応え
られず片手間で納得のいくケアができていない〉と
感じ，〈限られた時間でいかに信頼してもらうかが
難しい〉と述べていた．さらに〈気がかりなことに
対応できない外来でのケアに限界を感じている〉と
いうコンテクストから，外来においても業務の多忙
さから時間に追われ，納得のいくケアができない現
状が述べられていた．
２）　【環境や体制に制約があるため，その人らしさを
尊重したケアができない】
　このカテゴリーでは，施設のハード面（病棟や病
室の環境）とソフト面（専門職種や医療チーム，体
制）の両者において制約があるため，その人らしさ
を尊重したケアができないことを意味しており「患
者らしさを尊重した個別的なケアができない現状が
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悲しい」「制約があるため患者の好みや希望を尊重
したいができない」「患者が家族と共にゆっくり過
ごせる場を提供できない」「在院日数に制限がある
ため入院していたい患者の希望がかなえられない」
「本人や家族が望むのであれば，最期は自宅で過ご
すのが理想と考えるが体制ができていない」「職種
や医療チームがそろっていないため連携をとりなが
らのケアができない」「患者の担当が日替わりでケ
アに持続性がない」という７つのサブカテゴリーか
ら導き出された．
　【環境や体制に制約があるため，その人らしさを
尊重したケアができない】とは，ターミナル期にあ
る患者の〈これまでの生き方や死に対する思い〉や
〈食事に対する好みや嗜好品〉〈ペットとの面会〉
を大切にし，希望をかなえることである．〈食事の
好みや嗜好品〉と〈ペットとの面会〉については，
施設の制約により〈許可されない〉現状がある．ま
た「在院日数に制限があるため入院していたい患者
の希望がかなえられない」のは〈急性期病院である〉
という，診療報酬による制限が原因と考えていた．
最期の時に「患者が家族と共にゆっくり過ごせる場
を提供できない」とは，〈混合病棟は終末期の患者
が家族とゆっくり過ごせる場として無理がある〉こ
とや個室加算による患者側の〈経済的な理由〉のこ
とである．また療養の場として「本人や家族が望む
のであれば，最期は自宅で過ごすのが理想」と考え
ているが〈家族の受け入れ態勢が整わない〉ことや
〈患者も家族も自信がない〉ためにかなえられない
と考えていた．そして〈支援体制が整っていないた
めに病院で亡くなってしまうことも多い〉ととらえ
ていた．また〈ソーシャルワーカーがいないため看
護師が社会資源の窓口となっている〉ことを負担に
思い，〈緩和ケアチームがない〉ことで他職種と連
携をとりながらのケアができないことが，ターミナ
ルケアを困難にさせていると考えていた．

３）　【医療者の知識や技術，認識が統一されないた
め，患者や家族に満足してもらうケアが行われてい
ない】
　このカテゴリーは，医療者のターミナルケアに対
する認識や知識・技術がバラバラで十分とはいえな
いため，話し合いの機会をもち統一したいが困難な
状況のことである．「医師や看護師の認識や関心，
知識・技術がバラバラで患者や家族に満足してもら
えるケアが行われていない」と「ターミナルケアに

対する医療者個々の意識の違いを話し合う場がな
い」「医師同士の方針がそれぞれで連携がとれてい
ない」という３つのサブカテゴリーで構成されてい
る．
　看護師は，ターミナルケアに対するチームメン
バーの認識や知識にばらつきがあり十分とはいえな
い現状を〈患者や家族の希望がかなえられる，満足
してもらえるターミナルケアができない〉と悩み，
解決したいが〈それを話し合う場がない〉ととらえ
ていた．また，「医師同士の方針がそれぞれで連携
がとれていない」ために〈患者の最期の迎え方が“あ
んまりだ”〉と感じ，悩んでいた．
４）　【医師と考え方が合わず治療方針に不満を感じる】
　このカテゴリーは，医師の方針がターミナルケア
を困難にしていると不満に感じていることである．
このカテゴリーは「ターミナルケアに対する考え方
が医師と合わない」「苦痛緩和が不十分な医師の治
療方針に不満を感じる」「医師が病棟にいる時間が
少ないためタイムリーに話し合えない」という3つ
のサブカテゴリーから導き出された．
　看護師は〈医師とターミナルケアの最新の情報を
共有し分かり合いたいが分かり合えない〉〈医師の
協力が得られない〉と感じていた．患者の〈苦痛に
対する医師の対処が十分でない〉ことや〈医師の姿
勢が消極的で指示が出ない〉ことから〈医師に知識
がないため患者が辛い思いをしている〉と，「苦痛
緩和が不十分な医師の治療方針に不満」を感じてい
た．また〈医師が病棟にいる時間が少ないため（医
師と）タイムリーに話し合えない〉ことも，より良
いターミナルケアの実践を困難にしていると考えて
いた．
５）　【家族間の関係を調整するのが難しい】
　このカテゴリーは，患者には残り少ない時間を家
族と共に過ごして欲しいと考えているが，その調整
が困難で，かなわないことである．このカテゴリー
は「患者と家族の関係が希薄な場合の理解と対応に
悩む」と「キーパーソンに負担が集中しないための
家族間の調整が難しい」の２つのサブカテゴリーで
構成されている．
　看護師は，ターミナル期にある患者には〈できる
だけ家族と一緒に過ごして欲しいが面会が少ない場
合の関係の持ち方〉や，〈身寄りのない患者や家族
との関係が希薄な患者への対応〉に悩んでいた．ま
た，〈キーパーソンに負担が集中したり，キーパー
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ソンの意見が尊重されない〉家族間の状況をとら
え，その調整が困難であると感じていた．
６）　【家族の病状の受けとめ方とその対応に悩む】
　このカテゴリーは，医師の説明通りに患者の病状
を受けとめない家族の理解と対応が困難だと感じて
いる看護師の状況を意味するものである．「説明さ
れても患者の病状を受け入れられない家族が理解し
難い」と「患者がターミナル期であることを家族に
確認するのは死を意識させることであり，どのよう
に伝えたらよいかわからない」の２つのサブカテゴ
リーから導き出された．

　家族には，病状を正確に受けとめて欲しいと思う
一方で，そのことが患者の〈死を意識させる〉こと
にもなるため，伝え方に悩んでいた．
７）　【理想と考える最期を患者が迎えられないことに
納得できない】
　このカテゴリーは，患者にはこのような最期を迎
えて欲しいという理想がかなえられない現状に看護
師が悩んでいることである．このカテゴリーは「最
期は安らかにと思うが医療処置が行われてしまうこ
とに納得できない」「家族の希望で病状を知らされ
ていない患者が“死”と折り合いをつけないまま亡
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くなってしまうことに納得できない」「正確な病状
を知らされていないために，残された時間の過ごし
方を確認できないまま看取っていることに納得でき
ない」という３つのサブカテゴリーで構成されてい
る．
　看護師は〈尿が出なければ留置カテーテル，意識
レベルダウンにはモニター装着という一連の医療処
置が行われている〉現状が，理想とする死を患者が
迎えられない原因と考えている．また，〈告知した
くないという家族が未だに多く，患者は“死”と折
り合いがつかないまま亡くなってしまう〉状況や，
予後の見通しを知らされていない患者は〈治療を継
続するため，残された時間を有効に使うための意思
確認ができないまま看取る〉という現状にも納得で
きていない．

８）　【患者にとって適切なケアが分からない】
　このカテゴリーは，ターミナル期にある患者の苦
痛を緩和したいが，個々の患者にとっての適切なケ
アが分からず，模索し悩んでいることである．この
カテゴリーは「患者にとって適切なケアが分からず
何もできないことで無力だと感じる」「苦痛を緩和
したいという思いが患者の希望と合わないときにそ
のズレに悩む」「行ったケアが患者にとって良かっ
たのかと悩む」という３つのサブカテゴリーから導
き出された．
　看護師は，死が避けられない患者とその家族の苦
悩をとらえるが〈気持ちを傷つけないようにと思う
と何と声をかけたらよいのか〉と悩んでいて，患者
が〈安楽に過ごせるような援助がしたいが効果が得
られず，苦しんでいる時にどう声をかけたらいい
か〉と困難な状況を述べていた．また，〈苦痛症状
のある患者に薬を勧めた際に“大丈夫”と言われた
ときにそのズレに悩む〉と戸惑っていた．さらに〈自
分が行ったケアは患者にとってベストだったのか自
己満足ではなかったのか〉と悩み，看取りの後には
〈これで良かったのか，もう少し個別的なケアが提
供できたのではないか〉と，実施した看護に対する
不全感を抱いていた．

９）　【死にまつわる患者や家族の苦悩に向き合う自信
がない】
　このカテゴリーは，死と向き合っている患者や家
族の苦悩に看護師として対峙する自信がない，でき
れば避けたいと感じていることである．「死にまつ
わる患者や家族の苦悩に向き合う自信がない」と「感

情移入してしまい涙が出そうになったときの対処に
困る」という２つのサブカテゴリーで構成されてい
る．
　看護師は，〈患者の悲観的な発言に対する自分の
声かけや態度に自信がもてず，あれでよかったの
か〉と悩み，〈患者の精神的苦痛やスピリチュアル
ペインに対するケアが困難〉だと感じていた．〈患
者の生死に関する思いを聞き深く関わりたいと思う
一方で，自信がないため，そういう話をされると逃
げ腰になる〉と，苦手ながらも向き合う必要性を認
識している一方で，いざとなると自信がないと感じ
ている．〈亡くなる患者や泣き崩れる家族に対して
ケアが十分ではなかったと感じ，この先もやってい
けるのだろうか〉と自信を失うこともある．また患
者が亡くなる前後では〈勤務中は泣いてはいけない
と思うので感情移入してしまい涙が出そうになった
ときの対処に困る〉と述べていた．

考察
１．対象者の背景
　調査当時のA県で緩和ケア病棟入院料の算定が行
われていたのは１施設であり，A県内の施設数全体
の1.25% であった．全国平均の2.6%14）を下回る結果
であった．本研究の対象者のほとんどが，一般病棟や
外来での勤務（228名：94.2%）であり，緩和ケア病
棟で働いているのは，わずか４名（1.7％）であった．
よって，今回寄せられたターミナルケアに対する悩み
や困難は，検査や治療の目的で訪れる患者が療養する
一般病棟の看護師の意見が大幅に反映されている．
　対象者のうち，ターミナルケアに満足している看護
師は，わずか７名（2.9%）であった．その一方でほと
んどの看護師がターミナルケアに関心があり（90.5%），
７割程度の看護師はターミナルケアに関連する学習会
に参加したことがあると回答している．よって本研究
の対象者は，日頃実践しているターミナルケアに満足
できず，悩みや困難を抱え，解決の糸口を求めて学習
会に参加している傾向があると考える．言い換えると，
現状に対する問題意識があり，それを解決することで，
より良いターミナルケアを提供したいと考えている，
比較的向上心の高い看護師であると推察する．

２．ターミナルケアに対する看護師の悩みや困難
　看護師のターミナルケアに対する悩みや困難とし
て，９つのカテゴリーが明らかになった．この９カ
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テゴリーは，さらに１） 施設の環境や体制による悩み
や困難，２） 医師をはじめとする医療チームメンバー
による悩みや困難，３） 家族の対応に対する悩みや困
難，４） 自己の能力の限界からくる悩みや困難，５） 
理想とするターミナルケアとの比較による悩みや困
難，の５つに分類された．以下にその分類ごとに考察
する．
１）　施設の環境や体制による悩みや困難
　カテゴリー【業務量が多く時間に追われていて納
得のいくケアができない】と【環境や体制に制約が
あるため，その人らしさを尊重したケアができな
い】について述べる．
　一般病棟でターミナルケアに携わる看護師は
「ゆっくりと関わる必要のある患者に時間が割けな
い」，「忙しさもあって時間が十分にとれない」とい
う思いを抱えている15）ことが報告されている．本
研究においても，一般病棟では検査や手術などのほ
とんどが時間で進行することから，処置やそれに伴
う看護が優先され，ターミナル期にある患者の希望
に沿った看護が十分に行えない現状と納得できてい
ない看護師の思いが示された．
　また一般病棟は，患者と家族が心置きなく過ごせ
る環境ではないこと，離れ離れになっているペット
に会えるような手段を取れないこと，患者の好みに
沿った食事を提供できないこと，などに看護師は悩
んでいた．施設の環境や体制の改善は，理念に基づ
き組織として取り組むべき課題である．そのため看
護師には，患者・家族の希望をかなえることを目指
した組織的な戦略が求められる．まずは看護チーム
で十分に検討し，意見を統一したうえで，例えば食
事や嗜好品についての改善は，栄養部門をはじめと
する他職種との連携や協働が求められるであろう．
中西らは「患者の趣味や嗜好の制限を考慮するこ
と」や「面会時間の考慮」，「家族の宿泊場所の設置」
などの医療施設としてのケアの提供体制が，看護師
のケアに対する積極性や前向きな態度に影響してい
る16），と報告している．患者・家族の希望に沿った
環境や体制の改善が，看護師のターミナルケアに対
する態度に良い影響を及ぼし，結果として看護ケア
の質の向上をもたらすものと推察する．組織全体へ
の影響を見据えた，患者と家族の希望をかなえるた
めの改善への取り組みが必要である．
２）　医師をはじめとする医療チームメンバーによる
悩みや困難

　カテゴリー【患者や家族に満足してもらうため
に，医療者の知識や技術，認識を統一したいが難し
い】と【医師と考え方が合わず治療方針に不満を感
じる】について述べる．
　本研究の対象者は，ターミナルケアに対する医師
や看護師の認識や知識・技術がバラバラで不十分で
あること，統一したいが話し合う場を持てないこ
と，などを困難ととらえていた．また苦痛緩和が不
十分な治療方針に対する不満を抱え，医師の姿勢が
消極的であると感じていた．
　先行研究では，疼痛コントロールが不適切な場面
での医師に対するとまどい17）や，医師が薬剤を選
択することに看護師として踏み込めないジレンマ18）

が報告されている．本研究においても看護師は，処
方権をもつ医師に対して薬剤の適切な選択を期待し
ているがゆえに，同様の困難を抱えていることが示
された．また看護師は，ターミナル期にある患者の
苦痛を軽減するためには，医療者間でターミナルケ
アの重要性が認識され，知識・技術が統一されるこ
とが必要と考えている．それにより，誰が担当して
も適切なケアが提供されることを目指している．
先述のとおり，本研究の対象者はターミナルケアに
対する関心や向上心が比較的高いと仮定すると，医
療チームの中でターミナルケアに対する豊富な知識
を得ていることが推測される．それにより理想と現
実のギャップに直面して苦悩を抱えているとも考え
られる．
　がん終末期においては，エビデンスの高い医療・
ケアの方法が確立されていないため，１人ひとりの
患者にとって何がよいのかを話し合い，目標を共有
することの重要性19）が指摘されている．すなわち
ターミナルケアでは，チームアプローチが患者の満
足度をより高めるうえで特に重要である20）といわ
れている．チームアプローチが円滑に展開されるた
めには，メンバーが率直な意見を交わし，互いを尊
重できるオープンなコミュニケーションの環境が必
要である．それにより，ターミナルケアの最新の知
識・技術がチームで活用され，患者ができる限り満
足できるようなターミナルケアの実現が，ときには
可能となると考える．チームメンバーが自由に意見
を云い合えるコミュニケーション環境を整えること
についても，看護師は検討する余地があると考える．
３）　家族の対応に対する悩みや困難
　カテゴリー【家族間の関係を調整するのが難しい】
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と【家族の病状の受けとめ方とその対応に悩む】に
ついて述べる．
　看護師は，ターミナル期にある患者には，できる
だけ家族と共に過ごして欲しいと考えている．しか
し面会が少ない場合や，元々患者との関係性が希薄
な家族に対して，どのようにかかわったらよいもの
かと悩んでいる．
　家族は，家庭という環境で長年の間，生活を共にす
る過程で家族固有の価値観や文化を形成している 21）

といわれている．そのような環境では，家族メンバー
間の関係性も長年の過程を経て形成される，その家
族に固有のものであり，一様に捉えられないと考え
る．また核家族化に伴い介護者，働き手，家事の担
い手という複数の重要な役割を一人で担っている場
合もあり，気になりつつも面会に行けない家族の実
態も考えられる．最期は自宅で過ごしたいと患者が
希望しても，家族がそれに沿えないこともある．
　次に，家族は患者の背景に存在する患者の資源で
あるという視点から，家族をケアの対象として捉え
る 22），という見方を補うことも必要であろう．そ
して家族と向き合い，家族が現状をどのように捉え，
どうありたいのかを寄り添いながら聴くことが必要
である．言い換えると，家族をケアの対象として意
図的にかかわることであり，それにより家族が抱え
ている現状や困難と捉えていることが明らかになる
と考える．
　また看護師は，患者の病状を受け入れられない家
族の対応に悩んでいる．さらに，患者がターミナル
期にあることを家族に確認することは，家族に患者
の死を意識させることになるため，どのように伝え
たらよいものかと悩んでいる．ターミナル期にある
患者の家族は，患者が亡くなったことを想定し，嘆
き悲しむ「予期的悲嘆」の心理過程をたどる 23） 24）

と言われている．一旦，病状説明を受けたとしても，
脅威のあまり現状を見たくない，状況を認めたく
ないという情緒的反応として否認が表れる 25）こと
も知られている．家族は，予測される患者の死を否
認したり，死について考えることを避けたりしなが
ら患者と関わりを持ち続ける 26）ともいわれている．
それにより家族は，徐々に患者の死が近いことを認
め，自分自身に仕方がないと言い聞かせ，死別の準
備をしようと努力している 27）． 患者の死を予期し
ている家族にとって否認は，ときには厳しい現実を
受け入れ，適応するために必要な反応と考える．看

護師には，患者が臨死期にある家族の心理的特徴と
言動をよく理解し，寄り添い支える姿勢が求められ
るであろう．それにより家族は，死を迎えつつある
患者を現実のものとして受け入れることが，徐々に
ではあるが可能になると考える．
４）　自己の能力の限界からくる悩みや困難
　カテゴリー【患者にとって適切なケアが分からな
い】と【死にまつわる患者や家族の苦悩に向き合う
自信がない】について述べる．
　看護師は，患者の苦痛や苦悩をキャッチしてお
り，これ以上苦しませることなく，その苦痛を緩和
したいと願っている．しかし適切なケアが分からな
いことで無力だと感じている．ときにはケアの方針
が患者の希望に添えないこともある．また実際に
行ったケアがあれで良かったのかと悩んでいる．近
藤は，死に逝く患者をケアし看取る看護師の限界感
について報告しているが，ケアの手ごたえや成果が
得られず徒労感や不全感を感じ，自分の無能さや無
力さを突きつけられ，居たたまれなくなる体験をし
ている28）と述べている．
　また患者の生死にかかわる思いを聞き深く関わり
たいと思いながら，実際に表出されると共に死につ
いて語りその場に居る自信がもてず，逃げ腰になる
ことも自覚していた．看護師は死に関する苦悩に対
して適切に関わる術を持ち合わせていないこと，す
なわち先述の通り，適切なケアが分からないことが
患者の苦悩と向き合えない要因であろう．
　一方，患者に感情移入してしまい涙が出そうに
なったときの対処に困惑している状況が結果として
示された．看護師は患者や家族に対して共感が求め
られるばかりで，自らの感情を表現することは不適
切であるという職務上の暗黙の感情規則29）の制約
を受けているといわれている．このように職務上，
個人の感情を組織として望ましい感情に調整する際
にたどる心理過程については感情労働と定義されて
いる30）が，ときにはバーンアウトのリスクを伴う31）と
いわれている．本研究においても，苦手意識からター
ミナル期の患者に関わることに消極な看護師の状況
が報告された．このことは，感情への直接的な関わ
りを避け，距離を置くことで自分自身の感情を管理
している行動32）ととらえることができる．
　がん終末期から臨終期にある患者の心身の苦痛に
ついては，緩和され難い症状が，一人の患者に複数
存在することがある．また最期の療養場所の決定や
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家族間の調整など，個人の価値観が尊重される看護
問題については，ケアの結果が良かったかどうかの
判断に悩むケースが多々ある．看護師は，適切なケ
アが分からず，死にまつわる患者や家族の苦悩に向
き合えないことで，看護師としての能力の限界に悩
んでいることが示された．
５）　理想とするターミナルケアとの比較による悩み
や困難
　カテゴリー【理想と考える最期を患者が迎えられ
ないことに納得できない】について述べる．
　看護師は，カテーテルやモニターなどの医療処置
が行われずに，患者には安らかに，人としての尊厳
が保たれた状態で死を迎えてもらいたいと願ってい
た．
　また，病状や予後が説明されないことで，患者が
死と折り合いをつけられないまま亡くなってしまう
ことや，残された時間の過ごし方を患者に確認でき
ないことに悩んでいた．患者が今後の過ごし方を選
択し，自分の望む生を全うするためには，積極的治
療がかなわない状況を伝える必要がある33），と看護

師は考えているのであろう．殿城は，正確な病状が
その都度伝えられない状況を「あいまいな告知」と
表現し，家族の希望によることも多い34） と述べて
いる．
　ターミナル期にある患者が病状や予後を知りたい
かどうかは，個人の価値観やその時の状態によると
ころが大きい．重要なことは，本人が望む情報が伝
えられることであり，それにより患者は残された時
間の過ごし方を検討できる．また予後告知を患者に
望まない家族に対しては，必要に応じて患者に真実
を伝えることのメリットを伝え35），継続して支援し
ていくことが，ときには必要である．そして医療者
は，患者と家族も医療チームの一員と認識し，患者・
家族の希望がかなえられるための話し合いをもつこ
とである．この場合，患者・家族の価値観に加えて
医療チームメンバー一人ひとりの価値観が加わる．
それぞれの価値観を尊重しつつ，患者と家族にとっ
て重要なことは何かの視点での議論と意思決定，継
続した支援が必要である．
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３．ターミナルケアに対する悩みや困難の全体像と軽
減するための方略
　本研究の結果と考察から導き出された，ターミナル
ケアに対する看護師の悩みや困難の全体像を図1に示
す．　
　ターミナルケアに対して看護師が抱えている悩みや
困難の本質は「理想と考える最期を患者が迎えられな
いことに納得できない」ことである．この本質的な困
難は，日々のケア場面で直面している「施設の環境や
体制による悩みや困難」や「医師・医療チームメン
バーによる悩みや困難」，「家族の対応に対する悩みや
困難」，「自己の能力の限界からくる悩みや困難」の総
体としての位置づけにあたる．また現状に問題意識が
あり，向上心が高い看護師には，「より良いターミナ
ルケアを提供したい」という理想がある．この理想を
実現するべく，患者や家族に向き合いケアを実践して
いるが，実際のケア場面では悩みや困難に遭遇し，「理
想と考える最期を患者が迎えられないことに納得でき
ていない」という困難が，「より良いターミナルケア
を提供したい」という願いを，不全感と共に強くして
いると考えられる．しかし，ケアに対する達成感が得
られないまま，この状態が継続することでバーンアウ
トに陥る可能性も考えられる．
　まずは医療チーム内でケアに対する悩みや困難を率
直に話し合える体制を整え，定期的に場を設けること
が必要である．話し合いの場が形骸化せず機能を果た
すためには，メンバー個々が率直に発言できることが
重要であり，看護師にはその調整役が求められる．近
年，がん看護専門看護師やがん関連領域の認定看護師
の活躍がめざましい．まさにスペシャリストがこのよ
うな場で能力を発揮することが望まれる．
　またそのような場において重要なことは，実施した
ケアを共有し，成果を確認することである．それがケ
アに対する自信になり，ときには明日への活力につな
がるであろう．
　ターミナルケアの目指すところは，限りある時間の
中で，患者や家族の苦痛や苦悩ができるだけ緩和さ
れ，その人らしく過ごせること，そのことを通して患
者・家族のQOLが維持もしくは向上することである．
先に述べた通り，がん終末期の医療やケアは，エビデ
ンスレベルが高いものばかりとは言い難い．また患者
の価値観や個別性に対する配慮が求められる．看護師
は，ときにはターミナルケアにおける自己の限界を認
め，うまく行かなかった事例から課題を見出し次の機

会に活かすことも必要と考える．引き続き学習会等に
参加し研鑽を積むこと，リフレッシュできるような余
暇の過ごし方を検討し，患者や家族と向き合うエネル
ギーを蓄えることも，ときには必要であろう．

結論
　A県内の一般病院でターミナルケアを実践してい
る看護師に対して，ターミナルケアに対する悩みや困
難を調査した結果，以下の知見が得られた．
１．看護師が抱えていたターミナルケアに対する悩み
や困難として，「業務量が多く時間に追われていて
納得のいくケアができない」，「患者や家族に満足し
てもらうために，医療者の知識や技術，認識を統一
したいが難しい」をはじめとする９カテゴリーが抽
出された．
２．一般病棟では環境や体制の制約があり，ターミ
ナル期にある患者とじっくり関われないことや，患
者の希望を尊重したケアができないことに悩んでい
た．
３．ターミナルケアに対する医療チームメンバーの知
識や技術が統一されていないこと，医師の治療方針
やターミナルケアに対する姿勢に不満を感じ，悩ん
でいた．
４．家族への対応では，家族員同士の関係を調整する
ことの難しさを感じていた．また患者の病状を受け
入れらない家族にどの様に接したらよいものかと悩
んでいた．
５．看護師は行ったケアが患者にとって適切であった
のかどうかの判断に迷っていた．また，死にまつわ
る苦悩を患者が表出した際に向き合いたいと考えて
いるが自信が持てずにいた．
６．ターミナルケアにおける看護師の本質的な悩み
は，理想と考えている最期を患者が迎えられないこ
とであり，このことが，より良いターミナルケアを
提供したいという看護師の本来の願いを不全感と共
に強くしていることが推測された．
７．医療チームの中でターミナルケアに対する悩みや
困難を率直に話せる機会を定期的に設けること，が
ん看護専門看護師や認定看護師が調整役として機能
することが望ましいと考える．
８．看護師は，チームの中で成果を共有し，ときには
ターミナルケアの限界を認め，うまく行かなかった
事例から課題を見出し研鑽すること，リフレッシュ
できるような余暇の過ごし方を検討することも，と
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きには必要であると考える．

本研究の限界と今後の課題
　本研究は，A県内の看護師が抱えている悩みや困難
を広く捉えているが，その要因や帰結を明らかにし，
ターミナルケアに携わる看護師の教育的・情緒的支援
を検討するためには，方法論を検討し更なる研究が必
要である．
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はじめに
　血液疾患患者は，化学療法の副作用から骨髄抑制と
なり，さらに造血幹細胞移植による拒絶反応を予防す
るために免疫抑制の状態に長期間曝されるため，感染
から急激に重篤な状態に移行する危険性を孕むという
特徴がある．この危険性を回避するためには，患者
の「異変の可能性」を如何に早い段階で看護師が察知
できるかが重要となってくる．Benner１）は，看護行
為について看護師が患者の異変を察知し解釈したこと
から，患者を重篤な状態に移行させないように，問題
解決に向けて考えながら模索する行動であると述べて
いる．この行動は行動しつつ考えること（Thinking-in-
action）でもあり，思考（thinking）と行動（action）
を明瞭に分けられるものではないとしている．さらに，
初級看護師と熟練看護師の推論パターンには差があ
り，熟練看護師は瞬時に全体を把握する力があると述
べている2）．看護師の経験年数に関する先行研究では，
看護師の直観に経験が関連している報告 3）があるこ
とから，瞬時に患者の「異変の可能性」を把握した看
護行為に繋がるのではないかと考える．また，看護師
が「何か変」と察知する事情を明らかにした研究 4）5）

や看護師が異常を察知した臨床判断の分析 6），看護師
が異常と判断するまでの思考パターン 7），看護師の直
観の構造と類似化 8）など看護師の臨床判断に関する
研究は行われている．しかし，看護師が「何か変」と
患者の生命の危険性を感じた時に，看護師が咄嗟に何
を考えながら，どのような看護行為が行われているか
を扱った研究はない．血液疾患患者の特徴から，漠然
とした患者の「異変の可能性」に時間をかけて原因を
追究することは，患者を危険な状態に曝し続けること
になる．
　血液疾患を扱った先行研究では，化学療法時に必発す
る骨髄抑制の看護に必要な知識や技術があった 9）10）11）．
また，造血幹細胞移植を受ける患者の心理面に注目し
た研究として，移植に踏み切る状況 12）や受容プロセ
ス 13），移植を受ける患者の不確かさや対処 14），移植
体験の語り 15），移植患者を乗り越えた要因の分析 16），
無菌室で患者の受けたケアの構成要素 17）など多くの
研究が行われていた．しかし，血液疾患患者の「異変
の可能性」に，どのような看護行為が行われているの
かを研究されたものはない．
　そこで本研究では，血液疾患患者の「異変の可能性」

〈研究報告〉

血液疾患患者の「異変の可能性」を
とらえた看護行為

高橋　利果
岩手県立中部病院

要旨
　血液疾患患者は，骨髄抑制や免疫抑制の状態に長期間曝されるため，感染から重篤な状態に移
行する危険性がある．そこで，血液内科病棟に勤務する看護師に，患者の「異変の可能性」を想
起させるためグループインタビューを行い，生命の危機を回避するために，何を考えながら看護
行為を行ったのかを明らかにした．その結果，患者の「異変の可能性」をとらえた看護行為は，
【患者の表情・言動・行動・環境・時間経過から異変を察知し危険を回避する】【発熱を見逃さ
ず高熱を放置しない】【今までの経験と知識が染みついた判断から迅速に対処する】【通常の経
過から逸脱した症状を見逃さない】【患者状態と看護師の力量を照らし合わせる】【患者に関わ
る人間関係を考慮しながら情報収集する】【「何か変」を口に出して話し合う】の7つのカテゴ
リーであった．今回の調査から，患者が重篤な状態に移行する早い段階からの介入を可能とする
必要な看護実践の一助が示唆された．

キーワード：血液疾患患者，異変の可能性，看護行為
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を捉えた看護師が，その状況をどのように捉え，患者
の生命の危険を回避する看護行為に至ったかを明らか
にすることで，血液疾患患者の生命の危険を回避する
看護実践について考察する．血液疾患患者は固形腫瘍
患者と比較して，些細な兆候が重篤な変化に移行しや
すいため時間の猶予がない．そのため，患者の「異変
の可能性」をとらえた看護師が，咄嗟にどのような看
護行為に至ったのか，看護師のThinking-in-action の
過程を明らかにすることは重要である．また，このよ
うな看護師の思考過程と看護行為を明らかにすること
で，経験の浅い看護師のアセスメント能力を向上させ
るための教育の一助にもつながると考える．

研究目的
　血液疾患患者の「異変の可能性」をとらえた看護師
が，何を考えながら生命の危険を回避する看護行為を
行ったのかを明らかにする．

用語の定義
異変の可能性：看護師が「何か変」と察知した患者の
事象を表す内容
看護行為：患者を重篤な状態に移行させないために，
「異変の可能性」の段階で看護師の知識や経験を交
えながら，瞬時に考えながら血液疾患患者の危険を
回避する看護行為

研究方法
１．研究対象者
　血液内科病棟に勤務する看護師で研究参加の同意を
得られた者とした．
 
２．調査期間
　平成 19 年 7 月 13 日～平成 19 年 10 月４日

３．データ収集方法
　データ収集は，患者の「異変の可能性」をとらえた
看護師が，何を考えながら看護行為を行ったのか，そ
の時の場面と感覚を想起させるためグループインタ
ビューを行った．この方法によって関連のあるエピ
ソードや，同僚の発言に促され，個人面接では得られ
にくい多様なエピソードを想起させるために用いた．
グループ対象者の人数は，パイロットスタディの結果
を基に 4名以内で構成した．研究目的に基づいて研究
者が独自に作成したインタビューガイドに沿って，血

液疾患患者の看護実践の中で患者の状態が何か変と感
覚的に察知した場面と，その時の患者の状況や異変と
判断するに至った自分の考えについて，対象者の自由
な発言を原則とし半構成的面接を行った．面接はプラ
イバシーが保護される個室で行い，面接時間は 60 分
程度を目安とした．インタビュー内容は，参加者の了
承を得て ICレコーダーに録音し，逐語録を作成しデー
タとした．

４．分析方法
　IC レコーダーに録音したグループインタビューの
内容から逐語録を作成し，看護師が患者の「異変の可
能性」をとらえた場面ごとに，どのような看護行為が
行われたか経過がわかるように時間軸に沿って並べ替
えた．次に，対象者が語られている文章や段落の文脈
上の意味を損なわないように書き直した．看護師が血
液疾患患者の「異変の可能性」をとらえた看護行為に
ついて語られている範囲を区切り，コード化した．コー
ド化した内容の共通性と相違性を比較してサブカテゴ
リー化，カテゴリー化した．データ分析の過程におい
て，研究指導者からスーパーバイズを受けることで分
析の真実性と信憑性の確保に努めた．

倫理的配慮
　対象者には，研究の趣旨を口頭と文書で説明し，研
究参加は自由であり，研究協力を断っても不利益を被
らないこと，途中で中断することも可能であること，
成果発表の際も匿名性が保たれることを説明した上
で，研究参加への同意書に署名していただいた．本研
究で得られたデータは，本来の目的以外に使用せず，
プライバシーの保護に留意することも説明した．録音
されたデータは速やかに消去し，全ての紙媒体はシュ
レッターで裁断の上で廃棄することを説明した．なお，
研究計画書は，岩手県立大学大学院看護学研究科倫理
審査委員会にて承認を受けた．

結果
１．対象者の概要（表１）
　対象者は，血液内科病棟で勤務する看護師 14 名で
あった．看護師としての経験年数は２～ 26 年であり，
血液内科病棟の経験年数は２～ 19 年であった．その
うち１名は，がん化学療法看護認定看護師であった．
　患者の「異変の可能性」をとらえた看護行為は，40
コード，21 サブカテゴリー，７カテゴリーに分類さ
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れた．これ以降，コードは＜　＞，サブカテゴリーは
［　］，カテゴリーは【　】，看護師が捉えた「異変の
可能性」を表現した内容を『　』で表記する．

１）【患者の表情・言動・行動・環境・時間の経過か
ら異変を察知し危険を回避する】は，［患者の表情
や周りの環境から異様さを感じ頻回に観察する］［患
者の会話や歩行状況から危険性を感じ離床センサー
を設置する］［時間の流れの中で患者の異変に気が
つき対処する］の３つのサブカテゴリーで構成され
ていた．看護師は病室に入ったその瞬間に，＜床に
バスタオルやナースコールが落ちていたり，点滴

ルートが体に絡まり，尿もトイレに散らばっている
環境＞から，患者の異変を察知し＜頻回にバイタル
サインを測定＞し，患者の高熱をとらえた．看護師
は，漠然と得体の知れない環境の変化からも異変を
察知していた．また患者の表情・言動から異変を察
知した看護行為として看護師は，＜患者が発熱する
と意識レベルが低下し，歩行がふらつくことを覚え
ていたため，表情がおかしく，つじつまの合わない
会話をするため，転倒の危険を感じ離床センサーを
設置＞した．また，看護師は＜患者が深夜に頻回に
トイレに行くため，『ちょっとふらついているな』＞
と察知し，＜患者と一緒にトイレに行く＞ようにし

表１．対象者の概要　    
A 施設 B施設 C施設 D施設

対象者人数 4名 3名 3名 4名

経験年数

看護師経験 血液内科看護 看護師経験 血液内科看護 看護師経験 血液内科看護 看護師経験 血液内科看護

Ａ 19年目 19年目 Ａ 26年目 8年目 Ａ 13年目 2年目 Ａ 11年目 6年目（小児科7年）

Ｂ 17年目 17年目 Ｂ 10年目 7年目 Ｂ 13年目 3.5 ヶ月 Ｂ 5年目 5年目（小児科8年）
Ｃ 17年目 12年目 Ｃ 9年目 9年目 Ｃ 2年目 2年目 Ｃ 9年目 6年目
Ｄ ６年目 6年目 Ｄ ５年目 ４年目

備考 A：がん化学慮法看護認定看護師

２．患者の「異変の可能性」をとらえた看護行為（表 2）
表 2.　患者の『異変の可能性』をとらえた看護行為

カテゴリー サブカテゴリー

患者の表情・言動・行動・環境・時間の経
過から異変を察知し危険を回避する

患者の表情や周りの環境から異様さを感じ頻回に観察する
患者の会話や歩行状況から危険性を感じ離床センサーを設置する
時間の流れの中で患者の異変に気がつき対処する

発熱を見逃さず高熱を放置しない 化学療法後の骨髄抑制によって必ず発熱するためバイタルサインを測定する
血液疾患患者は敗血症を起こしやすいため恐怖心から頻回に熱を測る
38℃以上の発熱は血液培養を実施し抗生剤を確実に開始する
発熱と血圧低下時は頻回にバイタルサインを測定し，些細な変化を主治医に報告する

今までの経験と知識が染みついた判断から
迅速に対処する

血液疾患患者は坂道を転げるように短時間で変化するため迅速に対処する
先を見越したアセスメントをもって患者の異変を判断する
血液疾患患者は急に亡くなるという経験から危機感をもって観察する
化学療法による副作用症状を把握しながら判断する
患者が訴える疼痛に緊急性はないと判断し，疼痛を緩和するケアを施す

通常の経過から逸脱した症状を見逃さない 通常の経過では考えられない患者の症状を観察する
患者が拒否しても通常は現れない症状を観察する

患者状態と看護師の力量を照らし合わせる 状態が不安定な患者を新人看護師が担当することに違和感を抱き，担当を変更する
患者に使用している抗生剤の効果を判断し，新人看護師の観察力を考慮し夜勤メンバー
を決める

患者と関わる人間関係を考慮しながら情報
収集する

初回治療時期によっては患者と看護師の信頼関係が形成されておらず，家族からも情報
収集する
主治医と患者の関係性によっては，患者の訴えが少なく主治医からの情報量を判断する
普段の患者と看護師の関係性から異変に気がつく

「何か変」を口に出して話し合う 「何か変」と口で表現し看護師の感覚を確認する
医師と看護師で患者の異変について話し合う
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た．その後，＜患者が目の前で倒れ込み動けなくな
り＞看護師が病室に搬送した．検査の結果，その患
者は脳出血であった．時間の経過の中で異変を察知
した看護行為としては，＜患者が頻回にトイレに行
くため，『下痢しているの』と声をかけて腹部を触
知しようとすると，勤務開始時には認めなかった出
血斑が広範囲に広がっているのを発見＞した．咄嗟
に看護師は，＜『もう点状出血どころじゃない，す
ごい出血斑だ，これはいかん』と思い，直ちに主治
医に報告＞した．この患者は＜出血斑を見つけてか
ら１時間後に意識レベルが低下してしまい，ＣＴを
撮ったら脳出血＞を認め，程なく亡くなった．

２）【発熱を見逃さず高熱を放置しない】は，［化学療
法後の骨髄抑制によって必ず発熱するためバイタル
サインを測定する］［血液疾患患者は敗血症を起こ
しやすいため恐怖心から頻回に熱を測る］［38℃以
上の発熱は血液培養を実施し抗生剤を確実に開始す
る］［発熱と血圧低下時は頻回にバイタルサインを
測定し，些細な変化を主治医に報告する］の４つの
サブカテゴリーで構成されていた．化学療法後に看
護師は，＜まずバイタルサインを測定＞し，＜化学
療法後は，必ず，骨髄抑制がくるから熱とか，感染
には気を付けている＞と，この時期の発熱を早期に
捉え感染症の重篤化を防ぐため，バイタルサインの
測定は最優先の看護行為になっていた．さらに，化
学療法後の発熱は予め予想された症状であり，［38℃
以上の発熱は，血液培養をとって直ぐに抗生剤を始
める］という，この時期に発熱することは当たり前
でバイタルサイン測定や血液培養を実施し，確実に
抗生剤を投与することで感染を拡大させない看護行
為が行われていた．また，看護師は＜血液の患者っ
て敗血症を起こしやすいので，熱は怖い＞と語って
いた．そして，＜前勤務者から患者は 40℃近くの
発熱があったが，抗生剤を内服しているため点滴は
行っていないと申し送られた＞看護師は，実際に患
者の状態を観察に行った．患者は＜『足が痺れる，
足が動かない』＞と訴えたため，＜患者に『まず血
圧測るから』と声をかけながら血圧測定＞を行った．
血圧測定の結果，＜収縮期血圧が 60 台まで下降し
ていため『ショックだ』と思い，主治医に報告し抗
生剤の点滴＞を行った．看護師は迅速に対応をした
が，この患者は 24 時間以内に亡くなった．さらに，
看護師はバイタルサインの数値だけでなく患者の状

態の変化から，＜患者がゴロゴロと頻回に身体を動
いている様子と，その１時間後には微動だにしない
様子から『やばい，カリウムが高いのに心電図が付
いてない』＞と気がつくことができた．直ちに看護
師は，＜バイタルサイン測定を行い心電図モニター
も装着＞し，＜主治医に患者の様子も含めてバイタ
ルサインの報告＞をした．

３）【今までの経験と知識が染みついた判断から迅速
に対処する】は，［血液疾患患者は坂道を転げるよ
うに短時間で変化するため迅速に対処する］［先を
見越したアセスメントをもって患者の異変を判断す
る］［血液疾患患者は急に亡くなるという経験から
危機感をもって観察する］［化学療法による副作用
症状を把握しながら判断する］［患者が訴える疼痛
に緊急性はないと判断し，疼痛を緩和するケアを施
す］の５つのサブカテゴリーで構成されていた．血
液疾患患者の看護の経験から，＜『血液の患者は坂
道を転げるように悪くなる』という思いを看護師は
抱いており，些細な患者の変化に早目に対処しなけ
ればいけない＞と考え，患者の変化に迅速に対応し
ていた．また，＜（異変をとらえてから）どのくら
いの時間のスパンで，血液の患者が命を落とすこと
になるか，24 時間以内に人は亡くなるって，あっ
という間に亡くなっていくことを経験している＞と
看護師は語り，血液疾患患者が急変した場合，救命
にどれだけの猶予があるかを経験しているからこそ
危機感をもって患者を観察していた．この辛い経験
から看護師は，患者がどのような経過を辿るかを見
越したアセスメントについて，＜どのくらいの状況
で，どのくらい危なくなるっていう先を見越したア
セスメントは，多分，こういう怖さが分かっている
から＞と語っていた．「異変の可能性」から患者が
急激に重篤化し，短時間で患者を死に至らせないよ
うに，看護師は自身の経験を単に恐怖心に止めるの
ではなく，危機感をもって患者の異変をとらえ，看
護行為につなげていた．血液疾患患者の看護で求め
られる知識としては，＜患者が抗がん剤を内服しは
じめて何日目であるかを意識して，痙攣が起きるか
もしれない＞と看護師は思っていたが，多忙な業務
の中でなかなか患者の様子を観に行くことができな
かった．偶然，患者の病室の近くを通った時に看護
師は，＜何となく気になって患者の様子を観に行
こうと思って病室に入ろうとした瞬間に，患者が
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『うぇっ』と声がしたので，すぐに痙攣だと思って
処置をした＞と，抗がん剤の副作用の現れた方や時
期を把握しながら，現在の患者の状態とこれから起
こる可能性の症状をとらえていた．また，標準的な
血液疾患患者の看護として，＜血液の患者は下痢し
て，結構，消化管からの感染が多い＞という知識か
ら，患者が訴える痛みを＜下痢による痛みだと思っ
て消毒薬を使って坐浴＞を始めた．血液疾患患者で
あっても緊急を要する症状ばかりではなく，＜肛門
裂傷による痛みではなく化膿による痛みだと思って
排膿しないと駄目だと思いました．でも，夜中だっ
たし，患者のバイタルサインから緊急性はないなと
思って，朝まで待てると思って，一晩，湿布を貼付
して冷やして痛みを和らげる＞ことで様子をみてい
た．この患者は，翌日血小板値から切開できると判
断され，外科医に依頼され肛門周囲膿瘍を排膿した．

４）【通常の経験から逸脱した症状を見逃さない】は，
［通常の経過では考えられない患者の症状を観察す
る］［患者が否定しても通常は現れない症状を確認
する］の２つのサブカテゴリーで構成されていた．
血液疾患患者の看護から培った経験を基に，患者の
経過が看護師の予測を逸脱すると，＜地固め何クー
ルしたとか，こういう症状だとか，いつも通りじゃ
ないことに『あれっ』って＞と，看護師の「何か変」
という直感から患者をより深く観察していた．看護
師の予測から逸脱することの重要性は，＜患者が肛
門痛を訴えましたが，もう坐浴をしていたので，そ
ろそろ痛みが軽減している時期＞だと判断したが，
何度か患者が肛門痛を訴えるため，看護師は＜『い
つも通りじゃない，ちょっとこれはおかしいな』＞
と思い，患者に＜『ちょっとでいいから見せて』＞
と患部を見せて欲しいことを説明した．この際，患
者は羞恥心から一旦は看護師に肛門をみせることを
拒否するが，看護師はそろそろ肛門痛が軽減してよ
い時期であるにもかかわらず痛みが持続しているこ
と，ズキンズキンという拍動痛は単に下痢による肛
門破裂ではなく肛門周囲膿瘍の状態に移行している
可能性があることを説明し，『ちょっとでいいから
見せて』と患者を気遣う言葉を選び患部を観察し，
肛門周囲膿瘍を確認した．

５）【患者状態と看護師の力量を照らし合わせる】は，
［状態が不安定な患者を新人看護師が担当すること

に違和感を抱き，担当を変更する］［患者に使用し
ている抗生剤の効果を判断し，新人看護師の観察力
を考慮し夜勤メンバーを決める］の２つのサブカテ
ゴリーで構成されていた．患者を重篤な状態に移行
させないように，＜リーダーが１年目の看護師に（高
熱を出していた）患者を持たせようとしているので
『ズレてるな』と思って，経験１年目では看切れな
いから，患者の受け持ちを交替＞させ，経験豊富な
看護師に変更することで先手を打っていた．これと
は逆に，＜患者の熱が下がっていたので抗生剤が効
いているうちは，１年目の看護師でも大丈夫だろう
と思って受け持ちにした＞という，投与している抗
生剤が効いて発熱なく経過している間は患者の状態
が落ちついていることから，１年目の看護師でも受
け持ちができると判断していた．

６）【患者と関わる人間関係を考慮しながら情報収集
する】は，［初回治療時期によっては患者と看護師
の信頼関係が形成されておらず，家族からも情報収
集する］［主治医と患者の関係性によっては，患者
の訴えが少なく主治医の情報量を判断する］［普段
の患者と看護師の関係性から異変に気がつく］の３
つのサブカテゴリーから構成されていた．患者と看
護師の信頼関係は治療に大きく影響するという前提
で，＜患者と看護師の人間関係が希薄な時期は，患
者にとって命がけの寛解導入療法をするので，家族
からの情報収集も必要となってくる＞と考えてい
た．情報収集する際は，患者対看護師の信頼関係か
ら得られる一側面の情報に限定せず，家族からの情
報まで加味した上で，多岐に渡った情報収集がされ
ていた．初回の寛解導入療法を行う時期は，まず患
者が告知を受けた直後で命がけの治療を無菌室とい
う特別な空間で行うことになる．そのため，告知を
受けショック状態にある患者との信頼関係は築きに
くく，家族からの患者に関する情報が重要な情報源
となることがあり，患者だけではなく家族も視野に
入れた情報収集を行っていた．また，患者と医師の
関係性について，＜患者は医者の前では割と，先生
もあまり長い時間接しないから，短時間では気が付
かないような変化だと思う，長い会話の中でポコポ
コっと全然聞いてないことを話し出す＞ことから，
医師がどれだけ患者と接しているかによって，医師
から得られる情報がときには十分ではないことを考
慮しながら，異変の可能性を推測していた．また，
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看護師は医師に比べて患者と接する時間が圧倒的に
多く，普段の患者の様子と対比して，＜その人だっ
たら言わないようなことを話す＞ことから患者の
「異変の可能性」を捉え，看護師は主治医に報告し
ていた．

７）【「何か変」を口に出して話し合う】には，［『何か
変』を口に表現し看護師の感覚を確認する］［医師
と看護師で患者の異変について話し合う］の２つの
サブカテゴリーがあった．個々の看護師によって患
者の異変の可能性を察知する事象は異なるが，＜お
かしいなと思ったとき，やっぱり口に出してみると，
結構ああそうだよねって，ずっと黙っていたらわか
らなかったかもしれない＞＜もっと早くに口に出し
てればなって反省はありましたけどね，ああ私だけ
じゃなかった，やっぱりみんなも感じていた＞と，
漠然と看護師が気に留めた「何か変」という直感を
看護師同士で吐露し共有していた．さらに，各勤務
帯の時間経過とともに患者の状態がどのように変化
していたかを医師も交えて話し合い，一人の看護師
が＜『変なこと言ってるよね』＞という発言に，も
う一人の看護師も＜『そう言えば変なこと言ってる
よね』＞と複数の看護師で患者の「異変の可能性」
について共有し，主治医に＜『患者さん変なこと言っ
てます』＞と報告してみるという看護行為を行って
いた．主治医は患者の異変に気が付いていなかった
が，看護師達の情報から検査を行い髄膜炎が判明し
た．看護師は，自分自身の直感を躊躇せずに言葉に
発することの重要性を語っていた．漠然とした患者
の「異変の可能性」は，看護師間での共有とともに，
主治医に報告することで患者がどのように変化して
いるかを話し合い，患者の異変が重要な徴候である
ということが共通認識されていた．

考察
　血液疾患患者の標準的な化学療法は，多剤併用療法
や大量療法であり化学療法後の骨髄抑制は１週間から
２週間ほど続き，一般的に，顆粒球が 500/ μ１未満
では感染の頻度が高くなると言われている 18）．抗が
ん剤による副作用だけではなく疾患の病態から，容易
に顆粒球が激減しやすい特徴がある．血液疾患患者に
とって感染症は死因の上位を占め，造血幹細胞移植後
の感染症においては，移植治療の成否を左右する重要
な合併症とも言われている 19）．まさに，血液疾患患

者の治療は，患者の命を救う治療であると同時に死と
隣合わせの治療とも言える．本研究の対象者は，＜血
液の患者は坂道を転げるように悪くなる＞＜（異変を
とらえてから）どのくらいの時間のスパンで，血液の
患者が命を落とすことになるか，24 時間以内に人は
亡くなるって，あっという間に亡くなっていくことを
経験している＞と語っていることから，如何に，患者
の「異変の可能性」を早い段階でキャッチできるかが
患者の生死を分ける看護行為と言える．
　本研究で抽出された【患者の表情・言動・行動・環
境・時間の経過から異変を察知し危険を回避する】看
護行為は，咄嗟に捉えた患者の表情や言動などをその
時点に止まらず，時間の経過とともに起こり得る様々
な変化を想定し考えながら，重篤な状態への移行を回
避する努力をしていることが明らかになった．［患者
の会話や歩行状況から危険を感じ離床センサーを設置
する］では，患者の「つじつまの合わない」言動をそ
のままにせず，看護師は「患者は発熱すると意識レベ
ルが低下」するという記憶と関連づけて，バイタルサ
イン測定を行っていた．さらに，患者の「表情がおか
しい」ことと，「つじつまの合わない」言動との関連
性を考えながら，離床センサーを設置するという転倒
予防を講じる看護行為が行われていた．先行研究で
は，看護師が異変を察知する事象が明らかにされてい
るが 20）21），本研究では単に個々の事象の察知に止ま
らず，看護師が患者の身体に触れながら慎重に観察す
ることを通して，患者に何が起きているのか，何が起
きようとしているのかを考え重篤化することを回避す
る看護行為が明らかとなった．
　【今までの経験と知識が染みついた判断から迅速に
対処する】と【通常の経過から逸脱した症状を見逃さ
ない】は，血液疾患患者の看護を行った経験から得た
知識を基に，目の前の患者の症状や訴えが通常の経過
を逸脱するものと考え，その原因を探りながら重篤な
状態を回避する看護行為であった．看護師は，羞恥心
から患者に肛門を見せることを拒否されるが，痛みが
軽減してもよい時期に肛門痛を訴えるため，再度，患
者に肛門を見せて欲しいことを説明し観察したこと
で，肛門周囲膿瘍を発見することができた．この看護
行為は看護師が，痛みが軽減している時期に，肛門痛
を訴えることを「異変の可能性」と捉え，観察に至っ
た．化学療法後の骨髄抑制のある時期に，肛門周囲膿
瘍を併発すると敗血症性ショックから，患者の命を落
としかねないと看護師は危機感を感じ，患者に拒否さ
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れても肛門の状態を観察する看護行為に至ったと考え
る．また看護師は，患者が「坂道を転げるように悪く
なる」という苦い感情を伴う体験から，［血液疾患患
者は急に亡くなるという経験から危機感をもって観察
する］という看護行為が行われていた．看護師が今ま
で看取った患者の亡くなり方が，まさしく看護師に
とっては貴重な知識や判断指標となる事柄であり，迅
速な行動に突き動かされる所以であると考える．しか
し，看護師の経験は理論づけられた知識体系には必ず
しも至っていないことから，経験の意味づけと蓄積が
必要であると考える．
　本研究の対象者は，目の前の患者をあの患者のよう
に死なせたくないという恐怖から，「何か変」を口に
出していた．また，「何か変」を口に出すことは，経
験しているが言葉などで表現が難しい暗黙知 22）を引
き出し医療チームで共有する機会となり，具体的な観
察内容や適切な抗生剤投与，転倒予防のような看護行
為だけではなく，可視化しにくい一歩踏み込んだ多様
な介入の根拠を明らかとし，異変を食い止める看護行
為に発展する可能性があると考える．この看護行為が
繰り返されると，「異変の可能性」から瞬時に患者の
生命危機の本質を捉え，時間をかけない適切な看護行
為が展開されると考える．さらに，躊躇せずに【「何
か変」を口に出して話し合う】ことは，経験の浅い看
護師にとって，血液疾患患者の看護における適切な知
識に基づく，観察点や介入方法を獲得する機会となる
可能性がある．また，ある看護師が「何か変」と察知
した経験を，その場に居る個々の看護師が共有し，意
味づけすることで【今までの経験と知識が染みついた
判断から迅速に対処する】という看護行為に生成され
ていると考える．
　【患者と関わる人間関係を考慮しながら情報収集す
る】では，患者と主治医や看護師の人間関係が希薄な
時期に捉える情報は，「異変の可能性」に繋がるのか
判断し難く，信頼関係を築きながら確認を行ってもよ
い情報なのか，あるいは，早急に対応するべき情報な
のを判断するために，家族からの情報収集も重要であ
ることが明らかとなった．ICU に勤務する看護師が
異常を判断するまでの思考プロセスを明らかにした研
究 23）では，患者と家族のごく一部の断片的な情報か
ら異常を判断する思考過程が明らかにされている．こ
のことから，患者だけではく家族も巻き込んだ情報収
集能力が看護師に求められると考える．
　【患者の状態と看護師の力量を照らし合わせる】と

いう看護行為は，看護師の経験年数から力量を判断し，
患者の担当を決めることで看護の質を保持しようとし
ていた．先行研究において，看護師の直観能力と経験
年数に関して知力や経験の豊富さに有意差を示した報
告 24）25）があり，このことから患者の異変を察知する
ためには看護師の経験年数が影響しているのではない
かと考えられる．本研究結果からは，血液疾患患者の
看護に精通した看護師が，新人看護師の力量を経験年
数から判断し，調整する看護行為が明らかとなった．
Benner26）が，初心者や新人レベルの看護師は，状況
について経験がないため，どのように振る舞うことが
期待されるのか分からず，現実状況の局面を認識する
ために多くの時間を費やすと述べている．［状態が不
安定な患者を新人看護師が担当することに違和感を抱
き，担当を変更する］や［患者の使用している抗生剤
の効果を判断し，新人看護師の観察力を考慮し夜勤メ
ンバーを決める］という看護行為は，まさに，経験の
浅い看護師が，患者の状態をアセスメントすることに
時間を費やすことを懸念した，経験豊かな看護師によ
る看護行為である．このことから，経験豊富な看護師
は，患者の「異変の可能性」を局面ではなく時間の経
過を踏まえた多様な側面から捉えていることが明らか
となった．このことはBenner がいう，達人看護師は，
瞬時に全体状況を深く理解した上で，分析的な思考過
程に頼らず考えながら動くという看護行為が行われて
いたと考える．
　血液腫瘍は胃がんや肺がん，大腸がんなどの固形腫
瘍に比べて，極めて抗がん剤に対する感受性が高く，
治癒が期待される悪性腫瘍に分類されているため，化
学療法は重要な治療である．また，疾患によっては造
血幹細胞移植をすることで，生存期間の延長や根治を
目指すことも可能となるため，患者の命を脅かすよう
な「異変の可能性」が適切な判断や治療により救命さ
れたその先には，生存期間の延長や根治の可能性を秘
めている．そのため，看護師は一般的な血液腫瘍患者
の看護の知識だけでは，短時間に急激に変化する患者
の症状に対応することができない．予想外の変化に対
応するためには，臨床の看護現象を丁寧に明らかにし，
個々の看護師が表現できない暗黙知として経験してい
る看護行為を言語化し蓄積していく研究が必要である
と考える．

結論
１．血液疾患患者の「異変の可能性」をとらえた看護
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行為は，【患者の表情・言動・行動・環境・時間経
過から異変を察知し危険を回避する】【発熱を見逃
さず高熱を放置しない】【今までの経験と知識が染
みついた判断から迅速に対処する】【通常の経過か
ら逸脱した症状を見逃さない】【患者状態と看護師
の力量を照らし合わせる】【患者と関わる人間関係
を考慮しながら情報収集する】【「何か変」を口に出
して話し合う】の７つのカテゴリーで構成されてい
た．

２．看護師は単に「異変の可能性」の事象を察知する
ことに止まらず，今までの患者との比較や時間が経
過する過程において，患者の身体に触れながら慎重
に観察し重篤化を回避する看護行為があった．

3．血液疾患患者の「異変の可能性」は，短時間で死
に直結する恐怖を看護師は今までの経験や知識とし
て持っているため，通常の経過から逸脱する症状を
見逃さず，迅速に対処する看護行為に突き動かされ
ていた．

４．患者と主治医や看護師の信頼関係が希薄な時期は，
患者だけでなく家族からの情報も ,「異変の可能性」
に繋がる危険性があるのか判断されていた．

５．看護師の経験を言葉などで表現が難しい暗黙知を，
「何か変」と口に出すことで，「異変の可能性」を医
療チームで共有する看護行為があった．

６．看護師の力量に合わせて患者の「異変の可能性」
を重篤化しないように先手を打つ看護行為が行わ
れ，経験豊富な看護師は「何か変」と捉えた瞬間か
ら，患者の異変の原因を探りつつ，重篤な状態に至
らせず救命に向けてのThinking-in-action が行われ
ていた．
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会　　告（1）

第９回岩手看護学会学術集会のご案内
　

　第９回岩手看護学会学術集会を下記の通り開催します．会員の皆様をはじめ多数のご参加をお待ちしています．

期日：平成 28 年 11 月 5 日（土）
会場：岩手県立大学　講堂・共通講義棟
会長：福島裕子（岩手県立大学）

2015 年 11 月
第９回岩手看護学会学術集会
会長　福島裕子　（岩手県立大学）
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平成27年度岩手看護学会第１回理事会
 
日　　時：平成27年４月11日（土）13：00～15：10
会　　場：岩手県立大学アイーナキャンパス学習室3
出 席 者：山内，石井，岩渕，上林，蛎崎，小嶋，齋藤，菖蒲澤，千田，千葉，箱石，福島，松川，松本
配布資料：資料１．平成26年度事業活動報告
　　　　　資料２．平成26年度めんこいセミナー活動報告
　　　　　資料３．会員数について
　　　　　資料４．平成26年度会計監査報告
　　　　　資料５．第7回岩手看護学会学術集会報告
　　　　　資料６．平成27年度事業計画（案）
　　　　　資料７．平成27年3月までの退会者の承認について（未納退会者含む）
　　　　　資料８．平成27年4月入会者の承認について
　　　　　資料９．平成27年度収支予算（案）について 
　　　　　資料10．評議員および理事の選挙について
　　　　　資料11．平成26年度広報委員会活動報告
　　　　　資料12．平成27年度編集委員会委員一覧

１．開会
　千田理事より，出席者14名にて理事会成立が宣言された．

２．理事長挨拶
　山内理事長より開会の挨拶があった．

３．議事
１）報告事項
（1）庶務報告
　千田理事より資料１について，小嶋理事より資料１について報告があった．平成26年度のめんこいセミナー
は，岩手県立大学看護実践研究センターと共催として学術集会とは別日で開催して２回目となる．79名の参加
があり事後アンケートからも好評な反応であった．また，初めて参加費を設定して非会員からは1000円徴収し
たことについて，62.7％は「ちょうど良い」と回答していたことからも今後も継続していって良いと考えられ
る．
　岩渕理事より資料３について報告があった．平成26年度も入会者は多かったが，退会者も多く会員数は横這
いであった．特に，会費の２年未納による自動退会が40名とこれまでの中で最も多かった．未納者へは学会誌
送付時に会費納入のお願いと振込用紙を同封していることを継続していくとともに，自動退会者へは納付の催
促を送付していく予定である．

（2）会計報告
　松川理事より資料４について報告があった．箱石監事より監査報告があった．

（3）編集委員会報告
　上林編集委員長より資料12について報告があった．退職者の欠員補充を行い新体制で，９巻１号の学会誌を
来月発行していく予定である．

（4）広報委員会報告
　福島広報委員長より資料11について報告があった．

（5）第７回学術集会の報告
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　千田理事より資料５について報告があった．非会員の参加者がいつもより少なめであった．口演発表は21演
題であり盛大であった．参加者からの学会運営と内容についての事後アンケートからは好評であったことが伺
えた．

（6）第８回学術集会企画委員会報告
　上林会長より平成27年10月17日（土）に岩手県立大学で「岩手版地域包括ケアの構築を目指して」をテーマ
に開催する報告があった．第１回企画委員会で顔合わせを実施しており，来月に第２回企画委員会を開催して
準備を進めていく予定である．

２）審議事項
（1）平成26年度事業計画（案）について
　千田理事より資料６に基づき説明があった．今年度は３年に１度の評議員・役員選挙がある年である．めん
こいセミナーについては，昨年度と同様に学術集会とは別日とし，参加費を設定して開催することで承認され
た． 

（2）会員の退会について
　岩渕理事より資料７について説明があり，全員承認された．会費の２年未納による自動退会が40名と最も多
かったことから，学会発表がメインとなり会員としてのメリットを感じにくいのではないかと意見があった．

（3）会員の入会について
　小嶋理事より資料８について説明があり，全員承認された．入退会審査資料にある「最終卒業校」の項目は
審査には不要であることから，今後の資料には掲載しない提案があり，異議なく承認された．

（4）第10回学術集会（平成29年度）会長の候補者について
　第10回学術集会は記念すべき年でもあり，学外の候補者について検討した．三浦幸枝氏（岩手医科大学附属
病院），松浦眞喜子氏（岩手県立中央病院），柳田美喜子氏（盛岡市立病院）が候補者として挙げられた．三
浦幸枝氏（岩手医科大学附属病院）を第一候補として交渉することで承認された．

（5）平成26年度収支予算（案）について
　松川理事より，資料９に基づき説明があった．編集担当より学会誌への投稿数が増えていることに伴い編集
費と印刷代がかかることから増額の希望があった．昨年度実績から今年度の予算を計上していることから，
今年度の実績を基に次年度の編集委員会活動費を検討することにした．また，様式については，めんこいセミ
ナーの非会員の参加費の収入を費目の「事業収入」として【収入の部】に記載した資料９－２を使用すること
で承認された．

（6）編集委員会より
　蛎崎副委員長より，ホームページにある研究支援窓口のメールへの問合せ状況について質問があった．庶務
より昨年度は１件で，内容は研究支援に関するものであった報告があった．本来は論文投稿支援であること
や，メールの問い合わせが理事全員に配信されていることから窓口の検討が必要であること，利用状況によっ
ては廃止でも良いのではないかと意見があった．今年度の問い合わせ状況をみてから次年度検討することにし
た．
　また，蛎崎副委員長より，学会誌の論文がホームページ上での閲覧は会員のみとなっていることについて，
掲載されてから１年後に公開してより多くの人に公開している学会もあり，委員会で話題となっている報告が
あった．会員のメリットとしての付加価値もあるではないか，冊子体での発行をしているので公開はもう少し
待っても良いのではないか，著者抄録使用料（医中誌３件，JST６件）の推移も見ていったらどうか，など意
見があった．今後，他学会の情報収集も積み重ねていき全文公開については検討課題とすることとした．

（7）選挙管理委員会より
　千葉選挙管理委員長より，選挙管理委員の紹介があった．小嶋選挙管理員より資料10について説明があっ
た．選挙日程については案通り進めることで承認された．７月15日の開票で10名を決定し，７月31日の理事会
で理事会推薦10名を決定していき，評議員20名全員の入れ替えを避けることを確認した．
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４．その他
（1）学会誌の消費税分の値上げについて
　千田理事より，1000円で販売している学会誌について消費税分入れて1080円としていくか検討いている報告
があった．学会によっては非売品として学会員のみに送っている学会もあることから入会を前提とすることも
良いのではないかと意見があった．まずは会計担当が税務署に税率アップに伴い支払いが発生するかの確認を
してから対応を検討することにした．

（2）今後の会議開催について
　７月31日は選挙関係の理事会とし，その後の理事会は同日で評議員会も開催することで，９月26日（土）の
午前に理事会，午後に評議員会とした．

以上
（文責：岩渕）



－28－

岩手看護学会誌 /Journal of Iwate Society of Nursing Science.Vol.9, No.2, 2015

平成27年度　第２回理事会　

日　　時：平成27年７月31日（金）18：00～19：00
場　　所：アイーナ７階　学習室３
出 席 者：石井，岩渕，上林，蛎崎，小嶋，菖蒲澤，千田，千葉，福島，
委 任 状：山内，齋藤，松川，
配布資料：資料１．平成27年度岩手看護学会評議員選挙結果報告書
　　　　　資料２．岩手看護学会評議員選挙に関する名簿
　　　　　資料３．告示（理事互選用）

１．開会
　　千田理事より，出席者９名，委任状３名にて理事会成立が宣言された．

２．理事長挨拶
　　石井副理事長より開会の挨拶があった．

３．議事
１）報告事項
（1）選挙管理委員会より
　千葉選挙管理委員長より，資料１に基づき平成27年度岩手看護学会評議員選挙結果として，新評議員10名の
報告があった．

２）審議事項
（1）選挙管理委員会より
　小嶋選挙管理委員より，理事会推薦評議員（10名）と受け入れが難しい場合の対応を検討した．10名になる
まで声をかける順番を決定した．
　今後流れについて小嶋選挙管理委員より説明があった．理事会推薦の10名が決まったところで，20名の評議
委員に対して，理事互選用の告示（資料３）を行い，理事と監事が決定となる．そして９月26日に新理事会を
開催し新体制での役割を決める．

４．その他
（1）会員の入退会について
　千田理事より資料について説明があり，全員承認された．

（2）今後の会議開催について
　9月26日（土）にアイーナ会議室602において，10：00～12：00が理事会，13：00～14：00が新理事会，14：
00～15：30に評議員会を開催する予定とした．

以上
（文責：岩渕）
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岩手看護学会会則

　　　第一章　総則
第１条　本会は，岩手看護学会（Iwate Society of Nursing Science） と称す．
第２条　本会の事務局を，岩手県立大学看護学部内（〒020-0693岩手県滝沢市巣子152-52）に置く．
第３条　本会は，看護学の発展と会員相互の学術的研鑽をはかることを目的とする．
第４条　本会は，第３条の目的を達成するため次の事業を行う．
（１）　学術集会の開催
（２）　学会誌の発行
（３）　その他本会の目的達成に必要な事業

　　　第二章　会員
第５条　本会の会員は，本会の目的に賛同し看護を実践・研究する者ならびに看護に関心のある者で，所定

の年会費を納入し，理事会の承認を得た者をいう．
第６条　本会に入会を認められた者は，所定の年会費を納入しなければならない．
第７条　会員は，次の理由によりその資格を喪失する．
（１）　退会
（２）　会費の滞納（２年間）
（３）　死亡または失踪宣告
（４）　除名
２　退会を希望する会員は，理事会へ退会届を提出しなければならない．
３　本会の名誉を傷つけ，または本会の目的に反する行為のあった会員は，評議員会の議を経て理事長が除
名することができる．

　　　第三章　役員・評議員および学術集会会長
第８条　本会に次の役員をおき，その任期は３年とし再任を妨げない．但し，引き続き６年を超えて在任す

ることはできない．
（１）　理事長　　　　　　１名
（２）　副理事長　　　　　１名
（３）　理事　　　　　　　10数名（理事長　副理事長を含む）
（４）　監事　　　　　　　２名
第９条　役員の選出は，次のとおりとする．
（１）　理事長は，理事の互選により選出し，評議員会の議を経て総会の承認を得る．
（２）　副理事長は，理事の中から理事長が指名し，評議員会の議を経て総会の承認を得る．
（３）　理事および監事は，評議員会で評議員の中から選出し，総会の承認を得る．
第10条　役員は次の職務を行う．
（１）　理事長は，本会を代表し，会務を統括する．
（２）　副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故あるときはこれを代行する．
（３）　理事は，理事会を組織し，会務を執行する．
（４）　監事は，本会の事業および会計を監査する．
第11条　本会に，評議員を置く．評議員の定数及び選出方法は，別に定める．
第12条　評議員の任期は，３年とし再任を妨げない．但し，引き続き６年を超えて在任することはできな

い．



－30－

岩手看護学会誌 /Journal of Iwate Society of Nursing Science.Vol.9, No.2, 2015

第13条　評議員は，評議員会を組織し，この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ，本会の運営に
関する重要事項を審議する．

第14条　本会に，学術集会会長を置く．
第15条　学術集会会長は，評議員会で会員の中から選出し，総会の承認を得る．
第16条　学術集会会長の任期は，1年とし再任は認めない．
第17条　学術集会会長は，学術集会を主宰する．

　　　第四章　会議
第18条　本会に，次の会議を置く．
（１）　理事会
（２）　評議員会
（３）　総会
第19条　理事会は，理事長が招集し，その議長となる．
２　理事会は，毎年１回以上開催する．但し，理事の３分の1以上から請求があったときは，理事長は，臨

時に理事会を開催しなければならない．
３　理事会は，理事の過半数の出席をもって成立とする．
第20条　評議員会は，理事長が招集しその議長となる．
２　評議員会は，毎年１回開催する．但し，評議員の３分の1以上から請求があったときおよび理事会が必

要と認めたとき，理事長は，臨時に評議員会を開催しなければならない．
３　評議員会は，評議員の過半数の出席をもって成立とする．
第21条　総会は，理事長が召集し，学術集会会長が議長となる．
２　総会は，毎年１回開催する．但し，会員の５分の１以上から請求があったときおよび理事会が必要と認

めたとき，理事長は，臨時に総会を開催しなければならない．
３　総会は，会員の10分の１以上の出席または委任状をもって成立とする．
第22条　総会は，この会則に定める事項のほか次の事項を議決する．
（１）　事業計画および収支予算
（２）　事業報告および収支決算
（３）　その他理事会が必要と認めた事項
第23条　総会における議事は，出席会員の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決するところによ

る．

　　　第五章　学術集会
第24条　学術集会は，毎年1回開催する．
第25条　学術集会会長は，学術集会の運営および演題の選定について審議するため，学術集会企画委員を委

嘱し，委員会を組織する．

　　　第六章　委員会
第26条　本会は，円滑な学会運営のために委員会を組織する．
（１）　編集委員会
（２）　広報委員会

　　　第七章　会計
第27条　本会の会計年度は，毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる．
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　　　第八章　会則の変更
第28条　本会の会則を変更する場合は，理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする．
２　前項の承認は，第23条の規定にかかわらず出席者の3分2以上の賛成を必要とする．

　　　第九章　雑則
第29条　この会則に定めるもののほか，本会の運営に必要な事項は，別に定める．

附則　
　この会則は，平成19年6月23日から施行する．
　１）平成25年10月19日，一部改正（委員会）．
　２）平成26年4月12日，一部改正（総則、事務局住所）
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岩手看護学会　役員名簿（2015年 10月現在）

理 事 長 山内　一史 岩手県立大学

副理事長 石井　真紀子 岩手保健医療大学（仮称）
設置準備室

理　　事 岩渕　光子（庶務） 岩手県立大学

上林　美保子（編集委員長） 岩手県立大学

蛎崎　奈津子（副編集委員長） 岩手県立大学

小嶋　美沙子（庶務） 岩手県立大学

菖蒲澤　幸子（副広報委員長） 盛岡赤十字病院

千田　睦美（庶務） 岩手県立大学

千葉　澄子（会計） 滝沢市役所

福島　裕子（広報委員長） 岩手県立大学

松川　久美子（会計） 岩手県立大学

松本　知子 岩手県看護協会

監　　事 齋藤　貴子 日本赤十字秋田看護大学

箱石　惠子 岩手県立宮古病院

評 議 員 安藤　里恵 岩手県立大学

遠藤　良仁 岩手県立大学

高橋　有里 岩手県立大学

田辺　有理子 横浜市立大学医学部看護学科

土屋　陽子 岩手県立大学

中下　玲子 岩手県立紫波総合高等学校

（五十音順，敬称略）
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岩手看護学会入会手続き

本学会への入会を希望される方は，以下の要領に従ってご記入の上，入会申込書を岩手看護学会事
務局までご郵送ください．

１．入会申込書に必要事項をもれなくご記入ください．「実践・関心領域」や「最終卒業校」の未
記載が多くなっております．すべての項目を必ずご記入ください．提出された書類は返却いた
しませんのでご注意下さい．

２．入会申込書は楷書ではっきりとお書きください．
３．入会申込書に年会費の払込金受領証（コピー）を添付し，下記事務局まで郵送してください．
　（1）年会費 5,000 円です．会員の種類は正会員のみです．
　（2）郵便局に備え付けてある郵便振替払込用紙，または当学会が作成した払込用紙にて年会費を
お振り込みください．
　　

・口座番号： ０２２１０－６－８９９３２
・加入者名：　岩手看護学会

　　　　≪ご注意≫「払込金受領証」を必ず受け取り，受領印があることをご確認ください．

（3）振込手数料は入会希望者がご負担ください．
（4）「払込金受領証」のコピーを入会申込書の裏に貼付してください．
（5）入会申込書を封書でお送りください．
　　　　≪ご注意≫ 振り込み手続きだけでは入会申し込みは完了いたしません．

入会申込書を必ずお送りください．

４．入会申込は，随時受け付けています．　

＜事務局＞〒 020－0693　岩手県滝沢市巣子 152－52
　　　　　岩手県立大学看護学部内　岩手看護学会事務局　千田　睦美
　　　　　FAX：019－694－2273　　E-mail：iwatekango@ml.iwate-pu.ac.jp　　　　
　　　　　HP：http://isns.jp/
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.（事務局記載欄）　　　　　　　　　　　　

岩手看護学会　入会申込書
岩手看護学会理事長　殿

貴会の趣旨に賛同し会員として入会いたします．

申　込　日 平成（　　　）年（　　　）月（　　　）日

氏　　　名

フリガナ 性　別

1．男　　2．女

現在の職種
（ひとつに○）

　1．保健師　　　　　2．助産師　　　　　3．看護師　
　4．准看護師　　　　5．養護教諭　　　　6．看護教員
　7．その他（　　　　　　　　　　　　）

勤務先住所

〒

勤務先名
TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

E-mail：

自宅先住所

〒

TEL：　　　　　　　　　　　　　　FAX：

E-mail：

郵便物送付先
（どちらかに○） 　　　　　１．勤務先　　　　　２．自宅

最終卒業校

実践・関心領域

注 1）性別・郵送物送付先・職種については各欄のいずれかの番号に〇をお付けください．
注 2）裏面に年会費払込金受領証のコピーを必ず添付してください．

添付のない場合は入会申込が無効となります．
「実践・関心領域」や「最終卒業校」の未記載が多くなっております．すべての項目を必ずご記入
ください．

記入後，郵送にて下記の事務局までお送りください．
＜事務局＞〒 020－0693　岩手県滝沢市巣子 152－52
　　　　　　　　　　　　岩手県立大学看護学部内　岩手看護学会事務局　千田睦美
　　　　　FAX：019－694－2273　E-mail：iwatekango@ml.iwate-pu.ac.jp
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岩手看護学会誌投稿規則

１．総則
（1）本学会は，看護学における研究成果の発表を目的として，岩手看護学会誌/Journal of Iwate Society of 
Nursing Scienceを年２回発行する.

（2）刊行については，本学会が編集委員会を設置し，その任にあたる
（3）本雑誌は，オンライン（Internet）および紙媒体にて出版する．

２．投稿規定
（1） 投稿資格
　１） 筆頭執筆者は本学会の会員とする．
２） 本学会が依頼した場合には前項の限りではない．
３） 日本以外の国から投稿する者については会員以外でも投稿資格を有するものとする．
４） その他の投稿者については編集委員会が決定する．
（2）著作権
　本誌掲載論文の著作権は本学会に帰属する． 
　投稿者は，版権の利用に当たって，本規則の附則に従う．
（3）論文の種類
　本誌に掲載する論文は，総説，原著，事例報告，研究報告，短報，その他とし，論文として未発表のものとす
る. 審査の段階で編集委員会が論文の種類の変更を指示することがある．
　・　総説

　看護学に関わる特定のテーマについての知見を集め，文献等をレビューし，総合的に学問的状況を概説し
たもの．

　・　原著
看護学に関わる研究論文のうち，研究そのものに独創性があり，新しい知見を含めて体系的に研究成果が
記述されており，看護学の知識として意義が明らかであるもの．原則として，目的，方法，結果，考察，結
論の５段の形式で記述されたものでなければならない．

　・　事例報告
臨床看護上貴重な臨床実践例の報告で，臨床看護実践または看護学上の有益な資料となるもの．

　・　研究報告
看護学に関わる研究論文のうち，研究成果の意義が大きく，看護学の発展に寄与すると認められるもの．
原則として，目的，方法，結果，考察，結論の５段の形式で記述されたものでなければならない．

　・　短報
看護学に関わる研究論文のうち，新しい知識が含まれており，看護学の発展に寄与することが期待できる
もの．原則として，目的，方法，結果，考察，結論の 5段の形式で記述されたものでなければならない．

　・　その他（論壇，実践報告，資料等）
看護学に関わる論文．

（4）論文の提出
　論文は，岩手看護学会ホームページよりオンライン投稿する．

（5）論文の採否
　投稿論文の採否の決定は，査読を経て編集委員会が行う．査読者は編集委員会が依頼する.原則として査読者は
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２名とする．査読者間の意見の相違が在る場合は編集委員会が別の1名に査読を依頼することができる．査読は別
途定める査読基準ならびに査読ガイドラインに従って行う．
　投稿論文の審査過程において，編集委員会からの修正等の要望に対し3か月以上著者からの回答がなかった場合
には自動的に不採用とする．
（6）編集
　論文の掲載順序その他編集に関することは，編集委員会が行う.
（7）校正
　初校は著者校正とする．著者校正は原則として字句の訂正に留めるものとする．再校以後は編集委員会にて行
う．
（8）別刷り
　10部単位で著者校正時に申請する．別刷りにかかる費用は著者の負担とする．
（9）倫理的配慮
　人及び動物が対象とされる研究は，倫理的に配慮され，その旨が本文中に明記されていること．具体的には下記
の倫理基準を満たしていること．また，原則として研究倫理審査委員会の審査をうけていること．
　　・　人体を対象とした研究では，「ヘルシンキ宣言」に従うこと．
　　・　動物を対象とした研究では，「岩手県立大学動物実験倫理規定」または同等水準の倫理基準を満たしてい

ること．
　　・　調査研究については，「疫学研究に関する倫理指針」または同等水準の倫理基準を満たしていること．
　　・　ヒトゲノム・遺伝子解析を対象とした研究は，「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」および

「遺伝子治療臨床研究に関する指針」または，これと同等水準の倫理基準を満たしていること．
（10）投稿手続き

１）論文の投稿は，岩手看護学会ホームページの学会誌論文投稿用アドレスより行う．投稿の際は，①筆
頭著者の氏名，②会員番号，③所属，④連絡先住所および郵便番号，⑤電子メールアドレス，⑥論文タイ
トル，⑦論文の種類　を明記し，論文と投稿チェックリストを添付して送信する．
２）編集委員会が，投稿論文が投稿規則に従っていることを確認した時点で投稿手続きが終了し，この日
をもって受付日とする．また，査読を経て，編集委員会が雑誌掲載を許可した日をもって受理日とする．
３）採用された論文の掲載に研究倫理審査書，共同研究者同意書等が必要とされた場合には，論文受理通
知後2週間以内に編集委員会宛てにそれらの書類を提出すること．
４）著者は受理日以降であれば，論文掲載証明を請求することが出来る．

（11） 掲載料
　　掲載料は無料とする．ただし，カラー写真掲載に関する費用は実費負担とする．

３．執筆要領
（1）論文の記述

１）論文原稿は，和文または欧文（原則として英文）とし，A4サイズ横書き，Microsoft Word書類とする．
２）論文の分量は，表題，要旨，本文，引用文献，図表 ,Abstract 等全てを含め，組み上がり頁数で以下の
規定以内とする． 
・　総説：25,000字以内
　（投稿論文テンプレートを使用した場合：12頁以内，テンプレートを使用しない場合：25頁以内）
・　原著：25,000字以内
　（投稿論文テンプレートを使用した場合：12頁以内，テンプレートを使用しない場合：25頁以内）
・　事例報告：16,000字以内
　（投稿論文テンプレートを使用した場合：８頁以内，テンプレートを使用しない場合：16頁以内）
・　研究報告：25,000字以内
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　（投稿論文テンプレートを使用した場合：12頁以内，テンプレートを使用しない場合：25頁以内）
・　短報：8,000字以内
　（投稿論文テンプレートを使用した場合：４頁以内，テンプレートを使用しない場合：８頁以内）
・　その他：内容により編集委員会が決定する．

３）和文原稿は，原則として現代かなづかい，JIS第２水準までの漢字を用いる．外国の人名，地名，術語
は原語のまま表記する．学術的に斜字体で表記されている術語は斜字体で表記する．単位および単位記号
は，原則としてSI単位系に従うものとする．和文原稿の句読点はピリオド及びカンマとする．

４）論文には400字程度の和文要旨をつけ，原著については250語程度のAbstract（英文）もつける．原著以
外の論文にAbstractをつけてもよい．

５）欧文（英文Abstractを含む）は原則としてNative Checkを受けたものとする．
６）５語以内のキーワード（和文および英文それぞれ）をつける.
７）文書フォーマットは下記の２種類とする． 
（ⅰ）ホームページの投稿論文テンプレートを使用する場合
・　論文は，表題，著者名，所属，要旨，キーワード，本文，引用文献，表題（英文），著者名（英文），
所属（英文），Abstract（英文要旨），Keywords の順に作成する．本文が欧文である場合には，表題
以下の英文部分から始め，和文の表題，著者名，所属，要旨を順に最後に記載する． 

・　本文および引用文献は２段組，24 文字× 44 行 , 文字は 10 ポイント，その他は 1段組とする．
・　文書余白は上下 25mm, 左右 20mmとする．なお余白部分は編集委員会が頁数，書誌事項，受付日，
受理日の表示のために利用する．

・　表題は 16 ポイントとする．
・　本文和文書体はMS明朝，見出しはMSゴシック（11 ポイント）を用いる．本文欧文書体はTimes 
New Roman を用いる．

・　上付き，下付き文字はMS明朝を用い，Microsoft Word の機能を用いて作成する．
・　要旨及びAbstract は，左右 15mmインデントする．
・　図表の掲載について以下の通りとする．

図表は，１段（7.5cm幅）あるいは２段（16.5cm幅）のサイズで本文中に掲載する．
図表中の表題，説明文等の文字はMSゴシック８ポイント程度とする．
図は原則としてjpg，gifあるいはpngフォーマットにより作成する．写真も同様とする．Microsoft 
ExcelまたはPowerPointから直接貼り付けることも認める．
図には論文内でそれぞれ通し番号を付し，表題とともに，「図1．　表題」と図の直下に中央揃
えにて記載する．
表には論文内でそれぞれ通し番号を付し，表題とともに「表1．　表題」と表の直上に左寄せに
て記載する.

（ⅱ）投稿論文テンプレートを使用しない場合
・　論文は，表題，著者名，所属，要旨，キーワード，本文，引用文献，表題（英文），著者名（英文），
所属（英文），Abstract（英文要旨），Keywords，図，表の順に作成する．本文が欧文である場合には，
表題以下の英文部分から始め，和文の表題，著者名，所属，要旨，図，表を順に最後に記載する．なお，
本文中に図表が挿入される箇所を明示する .

・　原稿はA4版横書きで，35 文字× 28 行（約 1,000 字），文字は 10 ポイントとする．
・　文書余白は上下 30mm, 左右 30mmとする． 
・　表題は 16 ポイントとする．
・　本文和文書体はMS明朝，見出しはMSゴシック（11 ポイント）を用いる．本文欧文書体はTimes 
New Roman を用いる．

　　　　　・　上付き，下付き文字はMS明朝を用い，Microsoft Wordの機能を用いて作成する．
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　　　　　・　図表の掲載について以下の通りとする．
図表はひとつの図表の原図毎にA４用紙１枚を用いて提出する．
図には論文内でそれぞれ通し番号を付し，表題とともに，「図１．　表題」と図の直下に中央揃
えにて記載する．
表には論文内でそれぞれ通し番号を付し，表題とともに「表１．　表題」と表の直上に左寄せに
て記載する．

８）丸付き数字，ローマ数字等の機種依存文字は使用しない．
（2）文献の記載
　引用文献の記述形式は「生物医学雑誌に関する統一規定Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals」（‘Vancouver’style）に準ずる．
１）文献を引用する場合は，本文の引用箇所の肩に上付き文字で1）-2）のように表し，最後に一括して引用
順に掲げる.
２）記載の様式は下記のようにする.
・ 雑誌の場合……著者名 .　表題名 .　雑誌名 年次 ; 巻（号）: 頁．
　　なお，頁は数字のみ．和雑誌は医学中央雑誌，洋雑誌はMEDLINE に従い省略形を用いる，それら
に掲載されていないものは正式名称を用いる．

・ 単行本の場合……著者名 . 書名 . 版 .　発行地： 発行所 ; 年次 . または，著者名 .　書名 .　版 .　編集者名 . 
発行地 :　発行所 ;　年次 .　頁 .

　　なお，頁は数字のみ．
・ 訳本の場合……著者名 .　書名 .　版 .　翻訳者名 .　発行地 :　発行所 ;　年次 .　頁 .
・ 新聞記事の場合……著者名 .　記事タイトル（コーナー名）． 新聞名（地域版の場合にはその名称 , 版 ,
朝夕刊の別）．　掲載年月日；欄 : 位置（段）．なお，著者名のない場合は省略して良い．

・ ホームページの場合……著者名 .　タイトル :　サブタイトル [ インターネット ]．発行元 :　発行者 ;　
発行年月日 [ 更新年月日 ].　URL．（原則として，公的機関等のサイトにおいて情報が継続して同じ
URL上にあることが確実であるような場合のみ引用することが出来る．）

３）著者名の記載については下記の例に従う.
・ 和文の場合……５名以下のときは全員の姓名，６名以上のときは，筆頭から 5名の姓名の後に「，他」
をつける .

・ 欧文の場合……５名以下のときは姓，名のイニシャル，６名以上の時は５名までの姓，名のイニシャ
ルに「,et al.」をつける．

４）書体は本文に準じる．
（3）英文投稿は本規則のほか Journal of Iwate Society of Nursing Science Submission Guidelines を参照すること．

附則１．版権について
（1）学会誌掲載内容（学会ホームページ上で公開する電子媒体を含む）の版権は，全て学会に帰属する．
（2）学会誌内で掲載されている図表など原著性の高い内容を他の雑誌や書籍刊行物にて使用する際には，学会誌編

集委員長に対して必ず書状にて許諾申請を行うものとする．許諾は編集委員会宛て郵送にて申請する（電子メー
ルでの申請は受け付けない）．

（3）前項の許諾申請は１．引用する学会誌の論文の号・巻・頁・年度・タイトル・筆頭著者名・使用したい図表等
の掲載頁とその図表番号，２．利用目的，３．依頼者住所・氏名・電話番号・FAX番号・電子メールアドレ
スを明記し，自著署名を付して申請すること．

（4）使用許可のおりた図表等の利用に関しては脚注に（あるいは参考文献として）原著を引用文献として明示する
こと．
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附則 ２．本規則の適用期間
　本規則は平成19年6月23日より発効する．

附則 3．本規則の改訂
　本規則の改訂は平成20年10月4日から施行する．

附則４．本規則の改訂
　本規則の改訂は平成21年10月17日から施行する．

附則５．本規則の改訂
　本規則の改訂は平成23年4月16日から施行する．

附則６．本規則の改訂 
　本規則の改訂は平成24年9月19日から施行する．

附則７．本規則の改訂
　本規則の改訂は平成26年9月28日から施行する．
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Journal of Iwate Society of Nursing Science Submission Guidelines

1.　General Guidelines
(1)　The Journal of Iwate Society of Nursing Science is published by the Society two times a year for the 

purpose of sharing research results in nursing.
(2)　The editorial committee is established by the Society to carry out publishing responsibilities.
(3)　The journal is published online and on paper.

2.　Submission Rules
(1)　4XDOLÀFDWLRQV�IRU�6XEPLVVLRQ

1)　7KH�ÀUVW�DXWKRU�OLVWHG�PXVW�EH�D�PHPEHU�RI�WKH�6RFLHW\�
2)　$XWKRUV�UHTXHVWHG�E\�WKH�6RFLHW\�DUH�H[HPSW�IURP�WKH�SUHFHGLQJ�TXDOLÀFDWLRQ�
3)　Authors residing outside Japan are not required to be members of the Society.
4)　2WKHU�DXWKRUV�PD\�EH�TXDOLÀHG�E\�WKH�HGLWRULDO�FRPPLWWHH�

(2)　Article Categories
Articles published in the Journal must be review articles, original articles, case reports, research reports, 
brief reports and others, which are unpublished.  In the review process, the editorial committee may suggest 
a change in categories.
・　Review Article

A comprehensive evaluation and discussion based on a critical review of literature concerning a 
VSHFLÀF�WKHPH�LQ�QXUVLQJ�

・　Original Article
A research article in nursing with originality, including new knowledge and systematically 
GHVFULELQJ�UHVHDUFK�UHVXOWV���,W�VKRXOG�FRQWDLQ�FOHDU�VLJQLÀFDQFH�IRU�NQRZOHGJH�LQ�QXUVLQJ�VFLHQFH���
It must be presented systematically consisting of purpose, method, results, discussion and 
conclusion.

・　Case Report
A report of a valuable clinical example of nursing.  It will provide beneficial information for 
nursing practice and nursing science.

・　Research Report
$�UHVHDUFK�DUWLFOH�LQ�QXUVLQJ�ZLWK�D�VLJQLÀFDQW�UHVHDUFK�FRQFOXVLRQ��ZKLFK�ZLOO�EH�UHFRJQL]HG�DV�
contributing to the development of nursing science.  The article must consist of purpose, method, 
results, discussion and conclusion.

 ･　Brief Report
A short research article in nursing containing new knowledge, expected to contribute to the 
development of nursing science.  The article must consist of purpose, method, results, discussion 
and conclusion.

・　Other articles (Issue, Practice Report, Material, etc.)
Articles in nursing science.

(3)　Article Submission
Articles should be submitted online.

(4)　Review Process
The decision on submitted articles concerning acceptance for publication is carried out by the editorial 
committee, based on the evaluation of two anonymous reviewers at the request of the committee.  If there 
are differences of opinion between the reviewers, an additional reviewer will be requested.  The review is 
conducted in accordance with the reviewing standards and guidelines.  
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If the author does not respond to the editorial committee’s comments on modifications for more than 
three months, the article will automatically be rejected.

(5)　Editing
The publication sequence of articles and other editorial issues are performed by the editorial committee.

(6)　Proofs
7KH�ÀUVW�SURRIUHDGLQJ�ZLOO�EH�FRQGXFWHG�E\�WKH�DXWKRU���&RUUHFWLRQV�E\�WKH�DXWKRU�ZLOO�EH�OLPLWHG�WR�WKH�
correction of words and phrases.  Further proofreading will be performed by the editorial committee.

(7)　Reprints
The author may ask for reprints in blocks of 10 copies during the proofreading process.  The cost will be 
the responsibility of the author.

(8)　Ethical Considerations
Research on human subjects or animals must include a statement of ethical consideration.  The ethical 
standards written below must be fulfilled.  The research protocol must be approved by the Ethical 
Committee of the institution.
・　Research on the human body must follow the “Helsinki Declaration”.
・　Research on animals must meet the ethical standards of the “Iwate Prefectural University 

Ethical Provisions for Animal Experiments” or other similar standards.
・　Investigative research studies must meet the ethical standards of the “Ethical Guidelines on 

Epidemiologic Study” or similar standards.
・　Research on the human genome and genetic analysis must meet the ethical standards of the 

“Ethical Guidelines for Human Genome and Genetic Analysis” and “Guidelines for Clinical 
Research on Gene Therapy” or similar standards.

(9)　 Submission Procedures
1)　Articles should be submitted through the Iwate Society of Nursing Science web site by attaching the 

ÀOH�RI�DUWLFOH���7KH�VXEPLWWHU�DOVR�VKRXOG�ZULWH�① 1DPH�RI�WKH�ÀUVW�DXWKRU��②Membership number, ③
$IÀOLDWLRQ��④ Postal address including postal code, ⑤ E-mail address, ⑥ Title of the article, ⑦ Category 
of the article. Submission checklist should be attached.

2)　Once the editorial committee has confirmed that the submitted article conforms to the submission 
rules, the submission procedures are completed and this date is considered the date of receipt.  The date 
when the editorial committee accepts the article for publication, based on the reviewers’ evaluation, is 
considered the date of acceptance.

3)　The author of an article accepted for publication for which a joint research agreement and ethical 
screening report are necessary must supply those documents to the editorial committee within two 
ZHHNV�RI�QRWLÀFDWLRQ�RI�DFFHSWDQFH�RI�WKH�DUWLFOH�

4)　The author may request a proof of publication for the article after the date of acceptance.
(10)　 Publication Costs

The costs for publication are free.  However, publication costs of color photographs are the responsibility 
of the author.  

3.　Writing Guidelines
(1)　Description of the Article

1)　The submitted article is to be in Japanese or English, using A4 page settings and written in MS Word.
2)　The length of the article must be no longer than the page limits described below.  The page count is 

LQFOXVLYH�RI�DOO�SDUWV�RI�WKH�DUWLFOH��WLWOH��DEVWUDFW��PDLQ�WH[W��UHIHUHQFHV��WDEOHV��DQG�ÀJXUHV�
・　Review Article: 6,500 words
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(Maximum 12 pages using the template, Maximum 25 pages without the template)
・　Original Article: 6,500 words

 (Maximum 12 pages using the template, Maximum 25 pages without the template)
・　Case Report: 4,000 words

(Maximum 8 pages using the template, Maximum 16 pages without the template)
・　Research Report: 6,500 words

 (Maximum 12 pages using the template, Maximum 25 without the template)
・　Brief Report: 2,500 words

 (Maximum 4 pages using the template, Maximum 8 pages without the template)
・　Other articles: The editorial committee will decide on the length of the article according to 

content.
3)　Measurements and measurement symbols should conform to System International (SI) units.
4)　An abstract of 250 words should be attached to articles . 
5)　Five or fewer keywords should be included in all articles.
6)　The format of the article should be as follows:
　(ⅰ ) With the template 

・　The article should be presented in the following order: title, name of the author, affiliation, 
abstract, keywords, text, references.

・　The text and references should be two-columned, 44 lines in 10 point font and everything else 
should be in one column.

・　The top and bottom margins should be set at 25mm and the left and right margins should be set 
at 20mm.  Margins will be used by the editorial committee to display page numbers, the name, 
volume and number of the journal and the dates of receipt and acceptance.

・　The title should be in 16 point font.
・　The typeset for English text should be Times New Roman.
・　The abstract should be indented by 15mm.
・　Insertion of Diagrams:
・　)LJXUHV�DQG�WDEOHV�VKRXOG�EH�VL]HG�DW���FROXPQ��ZLGWK����FP��RU���FROXPQV��ZLGWK�����FP��
　　and be inserted into the text.
・　7KH�OHWWHUV�RI�WKH�WLWOH�DQG�WKH�H[SODQDWLRQ�RI�ÀJXUHV�DQG�WDEOHV�VKRXOG�EH�LQ���SRLQW�IRQW�
・　Figures should be created using jpg, gif or png formats.  This also applies to photographs.  
　　Direct copying and pasting from Microsoft Excel or PowerPoint is also acceptable.
・　6HTXHQWLDO�QXPEHUV�VKRXOG�EH�DGGHG�WR�HDFK�ÀJXUH�LQ�WKH�DUWLFOH�DQG�H�J��´)LJ���µ�DQG�WKH�
　　WLWOH�RI�WKH�ÀJXUH�VKRXOG�EH�FHQWHUHG�GLUHFWO\�EHORZ�HDFK�ÀJXUH�
・　Sequential numbers should be added to each table in the article and e.g. “Table 1.” and the  
　　title of the table should be written directly above the table to the left.

　(ⅱ ) Without the template
・　The article should be presented in the following order: title, name of the author, affiliation, 

DEVWUDFW��NH\ZRUGV��ÀJXUHV��WDEOHV��WH[W��UHIHUHQFHV�
・　The text and references should be one-columned, 35 lines in 10 point font and everything else 

should be in one column.
・　The top and bottom margins should be set at 25mm and the left and right margins should be set 

at 20mm.  Margins will be used by the editorial committee to display page numbers, the name, 
volume and number of the journal and the dates of receipt and acceptance.

・　The title should be in 16 point font.
・　The typeset for English text should be Times New Roman.
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・　Insertion of Diagrams:
・　6HTXHQWLDO�QXPEHUV�VKRXOG�EH�DGGHG�WR�HDFK�ÀJXUH�LQ�WKH�DUWLFOH�DQG�H�J��´)LJ���µ�DQG�WKH�WLWOH�RI�

WKH�ÀJXUH�VKRXOG�EH�FHQWHUHG�GLUHFWO\�EHORZ�HDFK�ÀJXUH�
・　Sequential numbers should be added to each table in the article and e.g. “Table 1.” and the title of 

the table should be written directly above the table to the left.
7)　Numbers enclosed in circles, roman numerals and similar machine-dependent characters should not be 

used.
8)　f the author is Japanese, the Japanese title of the article, the name of the author in Japanese, the name 

RI�WKH�DIÀOLDWLRQ�LQ�-DSDQHVH�DQG�DQ�DEVWUDFW�LQ�-DSDQHVH�VKRXOG�EH�DWWDFKHG�

(2)　Description of References
　Descriptions of references should be based on the “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals” (i.e. ‘Vancouver style’).

1)　When references are cited, superscript expressed as 1), 2) etc. should be added in the citation area and 
the citations should be listed in order at the end of the article.

2)　The description style should be as follows:
・　Articles in journals: The name of the author. the title of the article. the title of the journal year; 

volume (number):pages.  Pages should be in numbers.
・　Books: The name of the author. the title of the book. version. the name of the editor. place of 

publication: publisher; year. pages.
・　Newspaper articles: The name of the author. the title of the article. the title of the newspaper 

(edition). date: section: location(column number).  If the name of the author was not stated, it 
may be omitted.

・　Web sites: The name of the author. the title: the subtitle. place of publication: publisher; date of 
publication [updated date; cited date]. URL.

3)　Names of authors in references should be as follows:
　　If there are 5 or fewer authors, the last names and initials of the authors should be written.  If there 

DUH���RU�PRUH�DXWKRUV��WKH�ODVW�QDPHV�DQG�LQLWLDOV�RI�WKH�ÀUVW�ÀYH�DXWKRUV�DQG�´HW�DO�µ�VKRXOG�EH�ZULWWHQ�
4)　Typeset for references is the same as for the main text.

4.　Copyrights
(1)　The copyrights of all articles and content of the journal (including the online version on the web site) 

are reserved by the society.
(2)　Before using diagrams and highly original items published in the journal, users must apply for 

permission from the editorial committee of the journal.  (E-mail applications will not be accepted.)
(3)　An application for permission should include: 

1.　7KH�YROXPH��QXPEHU��SDJHV��\HDU��WLWOH�RI�WKH�DUWLFOH��WKH�QDPH�RI�WKH�ÀUVW�DXWKRU�OLVWHG�DQG�WKH�
page number or number of the diagram for which permission is sought.

2.　The purpose of use.
3.　The full name, address, telephone and fax number, e-mail address and signature of the applicant.

(4)　Diagrams and other items for which permission for use is granted must be stated as a citation from 
the original article in footnotes or references.

September 28, 2014
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岩手看護学会誌　論文投稿のご案内

岩手看護学会では，岩手看護学会誌を年 2回発行しております．冊子体としての発刊のほかに，インターネット
に対応した電子体でも発刊しております．また，「医学中央雑誌」に掲載されております．
論文には，「総説」「原著」「事例報告」「研究報告」「短報」「その他」と種類があります．院内でとりくまれてい
る看護研究や日々のかかわりをまとめた事例研究，普段から取り組んでいる業務の改善などを，論文としてまとめ
てみてはいかがでしょうか．
岩手看護学会誌は，みなさまからの投稿で成り立っております．岩手看護学会では，みなさまの論文投稿の支援
を，論文投稿支援窓口と編集委員会が行っております．
　みなさまからの論文の投稿をお待ちしています．

　支援窓口，支援内容，問い合わせ先
●　論文投稿支援窓口

　論文の執筆に関する相談をお受けします．
　担当者：武田利明，菊池和子

●　連絡先：shien@isns.jp　 
●　編集委員会

　投稿から校正までをお手伝いします．
　担当：岩手看護学会編集委員会
　連絡先 : regist@isns.jp（論文投稿のメールアドレスと同じ )
 

 

執筆
•論文の本文や図表を
　執筆・作成する

•投稿規程、執筆要項に
　従って投稿する

•査読者からのコメントを
　受けて論文を修正する

•論文が学会誌に掲載！

投稿

査読

受理

論文投稿の流れと本学会の投稿支援
論文投稿
支援窓口

編集委員会
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岩手看護学会誌論文投稿講座Ⅸ　　質的研究ってなんだろう　～看護に役立つ質的研究～

1．質的研究の立場は看護実践で大切にしている姿勢と同じです
1990 年代以降広まった Evidence-based Medicine:EBMでは，理論や法則にのっとった普遍的法則や因果関係を
数値で実証する事に主眼がおかれていました．しかしその後，患者一人ひとりの語りにも医療や看護の発展につな
がる大切な本質や根拠があるというNarrative-based Medicine:NBMが提唱され，そこから質的研究も急速に広ま
りました．
従来，量的研究が主流だった看護や保健医療の分野で，なぜ質的研究がこれほど広まってきたのでしょうか．そ
れは看護や保健医療の対象とする人間の行動や態度は個人個人異なっており個別性があること，そして看護という
現象が，相手との相互作用の中で起こっている現象だからです．
我々が対象とする人間は，実験室のように条件が一定にコントロールされた場面で生きているのではありません．
現実の生活世界では，いろいろな要因が複雑に絡み合って，個々がさまざまな経験をしています．同じ疾患であっ
ても，同じ検査や治療をしていたとしても，自分の疾患や受けている医療ケアをどう捉えていて，どういう体験を
しているのかは一人ひとり違います．実践の場で看護専門職の私たちにとっては，そのような個人の違いがあって
あたりまえです．だからケアの対象者の立場に立って，その人の視点で考えようとします．患者の個別性を理解す
る事は，看護ケアとして大切な部分です．
「人間の反応や行動・行為，心理は，文脈（時間の流れ，人間関係，社会や文化的背景など）によって構築され
ており，一定の普遍的法則や因果関係で説明できるものばかりとは限らない．」
これは質的研究の前提になる，現象の捉えかた（理論的パースペクティブ）です．難しい言葉のようですが，看
護で大切にしている対象理解の姿勢だと思いませんか．

２．看護学における質的研究の利点
　では前述したような姿勢を持つ質的研究の利点は何でしょうか．
１）対象の心的事象や内面に迫ることができる
高木（2011）は「量的研究は自然事象（モノ）を研究対象とするが，質的研究は心的存在の中に生起する現象（コ
ト）を扱う」と述べています．つまり，質的研究では臨床現場でダイナミックに変化する患者や家族の態度や認識，
経験といった内面にじっくり迫る事ができます． “この病気や治療を患者や家族はどう考えているの？”“本当は
どういうケアを望んでいるの？”という疑問があっても，多忙な臨床では，じっくりお話を聞いたり，立ち止まっ
て観察したりはなかなかできません．でも質的研究となれば，臨床業務とは別の立場で，インタビューや参加観察
を用いて，対象一人ひとりの複雑な内面に迫る事ができます．臨床現場だと研究をするためには勤務時間外となる
可能性も高いのですが，時間を気にせず，ゆっくりとお話に耳を傾ける事ができるのです．
また，心理スケールで測定しても，それはその尺度で見える範囲のデータでしかなく，対象者の内面をすべて分
かるには限界があります．質的研究によって，相手の立場からありのまま明らかにし，理解することが可能になり
ます．
２）新たな知や新たな仮説を生成できる，よくわからない事がわかる
　5年ほど前イギリスで，性同一性障害のために性転換手術をし，女性から男性となった方が女性と結婚しました．
しかし病気で妻が子宮を摘出したため，自分の体内に残っていた生殖器（子宮と膣）で妊娠・出産をした，という
センセーショナルなニュースがありました．外見的には男性で，社会生活も男性で生きている方が，おなかが大き
い妊婦（妊夫？）なのです．性の多様性が認められる社会なので，今後このような事例が臨床現場で増えてくるか
もしれません．でもこのような方にどのような看護ケアをすればよいのでしょう．これまでの母性看護学の理論や
方法を当てはめてケアや保健指導をすることは難しそうです．先行研究もないので，まずは当事者にどういう経験
なのか話を聞いたり，その方の日常生活を観察したりして，看護として何が大切なのかを知りたいですよね．
　このように，質的研究は，重要でありながら先行研究が少ない領域に取り組む際に役立ちます（高橋 2007）．質
的研究では，これまでに開発された理論や仮説に当てはめるのではなく，なにがどうなっているのか，まだよく分
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かっていないことを丁寧にあきらかにするからです．ある方の言葉を借りると，質的研究は，未開地を一から開墾
して新しい知を生み出すタイプで，量的研究は，すでに開墾された土地で，種の種類やまき方，育て方を変えて，
他の研究者がやった仕事を精緻化するタイプなのだそうです（箕浦 1999）．

３．質的研究に取り組むためのアドバイス
　以上のことから，質的研究に取り組むことはとっても興味があります．しかし，実際に取りくむとなるとちょっ
と難しいのが質的研究です．「インタビューなら自分にもできる！」と思っても，インタビューをする事だけが質
的研究ではないからです．
１）スーパーバイザーをもとう
一口に質的研究といっても，グラウンデット・セオリー，エスノメソドロジー，ライフストーリー，現象学的研
究など，いろいろな手法があり，それぞれが関連する学問領域の哲学や理論に基づいています．リサーチクエスチョ
ンを明確にし，それにあった手法を用いていく必要があります．また，無計画にインタビューをしても，膨大なデー
タをどう分析し解釈を進めるか，途方にくれてしまいます．ですので，質的研究に取り組む場合は，研究の進め方
やデータ収集方法，分析方法について助言をしてもらうスーパーバイザーをかならず持ちましょう．看護系大学の
教員を共同研究者にすればいいのです．
２）大学院で学ぼう
そして，もっとお勧めは，大学院に進学して，じっくり研究について学ぶ機会をもつことです．質的研究の本は
たくさんありますが読むだけでは分かりません．自分で実際に研究を進める事で，いろんなことが分かってきます．
大学院であれば，指導教官のサポートで，じっくりそれが学べます．
岩手県立大学大学院看護学研究科は，大学卒（学士）でなくても，何らかの研究をした実績があれば，大学院前
期課程を受験する資格があります．詳細はホームページをごらんください．“なぜなの？どうして？どうすればい
いの？” これまでの臨床実践で，皆さんの胸の中に湧き上がってきている「？」を，大学院で，研究に取り組む事
で明らかにしてみませんか？ぜひ進学をご検討ください．お待ちしております！

福島裕子（岩手看護学会理事）
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編　集　後　記

秋も一段と深まり，日だまりの恋しい季節となりました．
さて，ここに岩手看護学会誌第９巻第２号をお届けできますことを大変嬉しく思っております．今年度より，本
学会誌の編集に携わる機会をいただきました．編集の過程では，多くのことを学ばせていただき感謝しております．
また，皆様の日頃の看護実践におけるご経験や，研究活動を通して見出された新たな知見が学会誌という形になる
喜びを感じております．
本号には研究報告２編，論文投稿促進講座，次年度に開催されます第 9回学術集会のご案内が掲載されておりま
す．それぞれの関心から深められた興味深い研究を投稿くださいました皆様，ならびにご協力をいただきました査
読者の皆様に心より感謝申し上げます．
岩手看護学会は平成 19 年に発足し，来年度は 10 年という節目の年を迎えます．これまでに引き続き，日頃の成
果を本誌に投稿いただけるものとなるよう活動を続けますとともに，論文の執筆ならびに投稿に向けたサポートを
続けてまいります．どうぞお気軽にご相談の上，ご活用いただけたらと思います．
今後も皆様からのご投稿をお待ち申し上げております．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後藤　記）

編集委員
　上林美保子（委員長）　　蛎崎奈津子（副委員長）　　後藤仁子　　鈴木美代子（副委員長）　　蘇武彩加　　
　田口美喜子　　鳥居奈津子　　箱石恵子　　藤澤由香　　三浦奈都子　　　　

　（五十音順）
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